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「令和２年度以降の幌延深地層研究計画（案）」の受け入れに係る 

道の対応に関する説明会（札幌） 議事録  
１ 日 時 令和２年１月１４日（火）１８：３０～２３：０６ 

２ 場 所 ＴＫＰ札幌ビジネスセンター 赤れんが前 

      北海道札幌市中央区北４条西６丁目１ 毎日札幌会館 

３ 説明者 北海道         経済部長         倉本 博史 

北海道経済部産業振興局 環境・エネルギー室長   佐藤 隆久 

４ 出席者 ６１名 

５ 報 道 道新、毎日、ＨＢＣ、ＳＴＶ 

６ 議事内容 

（司会） 

それでは、お時間になりましたので始めさせていただきます。本日はお忙しい中、お集まりい

ただき誠にありがとうございます。ただいまから、日本原子力研究開発機構より、北海道及び幌

延町に協議申し入れがありました「令和２年度以降の幌延深地層研究計画（案）」の受け入れに

係る道の対応に関する説明会を開催いたします。私は、司会・進行を担当させていただきます北

海道経済部環境・エネルギー室の池本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

はじめに、お手元の資料の確認をさせていただきます。次第の下の方に配布された資料を記載

させていただいております。一つ目は、資料１の次第。現在、ご覧いただいております。続いて

資料２の「対応について」という資料があります。資料３の「道民の皆様からの主な意見」。資

料４は、「研究計画（案）」となっております。資料５の「確認会議で確認できた主な内容」。

最後に大冊でありますけども、参考資料となっております。不足はございませんか。ご確認をお

願いいたします。不足はございませんでしょうか。もし資料が足りないといった場合、途中でも

構いませんので係の者へお申し付けください。 

それでは本日の説明者をご紹介いたします。北海道経済部長の倉本です。 

 

（北海道 倉本部長） 

 倉本です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（司会） 

続きまして、北海道経済部環境・エネルギー室長の佐藤です。 

 

（北海道 佐藤室長） 

佐藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（司会） 

それでは、次第により進めさせていただきます。まず、倉本よりご挨拶を申し上げます。 

 

（北海道 倉本部長） 

皆様、こんばんは。本日はお忙しい中、この説明会に足をお運びいただきまして誠にありがと

うございます。北海道経済部の倉本でございます。説明会の開催にあたりまして一言ご挨拶をさ

せていただきます。昨年８月２日になりますが、原子力機構から道及び幌延町に対しまして「令

和２年度以降の幌延深地層研究計画（案）」について、計画期間の延長の協議申し入れがござい
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ました。これを受けまして、道と幌延町では確認会議などを通じまして、その内容を精査いたし

ました。申し入れのあった計画（案）が協定に基づく当初計画の変更の対象となること、その内

容には協定に反するものはないことこと。また研究の期間と研究に対する原子力機構の意思と責

任などの確認をし、この度の申し入れを受け入れることとしたところでございます。本日は、受

け入れを判断するに至りました道の考えを、道民の皆様へご説明させていただくため、この説明

会を開催することといたしました。道といたしましては、本日の説明会を含め、様々な機会に頂

戴するご意見を参考とさせていただきながら、今後、毎年度開催いたします確認会議での確認や

原子力機構への働きかけなどによりまして、道民の皆様の不安や懸念をできるだけ小さくしてい

けるよう取り組んでまいる考えでおります。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（司会） 

それでは、次第に従いまして進めさせていただきます。まず説明をさせていただきます。

（１）申し入れからの経過について、（２）道民の皆様からの主な意見について、（３）道の対

応についてということで、佐藤よりご説明いたします。 

 

（北海道 佐藤室長） 

あらためまして、環境・エネルギー室の佐藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

座ってご説明をさせていただきます。まず（１）の経過についてご説明を申し上げます。お手元

にございます厚い資料でございますが、参考資料、こちらの方の表紙をめくりまして、１枚目。

右肩に参考①と書いてある資料がございます。こちらをご覧ください。これまでの経過につきま

して、ご説明をさせていただきます。先ほど申し上げましたように、８月２日、日本原子力研究

開発機構が道と幌延町に対しまして「令和２年度以降の幌延深地層研究計画（案）」につきまし

て、申し入れがございました。その後８月５日、道と幌延町が協定第 14条に基づく「幌延深地

層研究の確認会議」の開催を合意いたしまして、９月５日から 10月４日、ここで研究計画

（案）に関する道民の皆様方からの質問や疑問等の募集を行いました。これを受けまして、９月

10 日から 11 月６日まで５回に渡りまして、幌延深地層研究の確認会議を開催したところでござ

います。11 月６日でございますけれども、この研究計画（案）に係る確認会議の確認結果をホ

ームページで公表したところでございまして、この日から 12 月５日まで、道民の皆様から確認

会議の確認内容につきまして、意見の受け付けを開始したところでございます。この確認結果に

つきましては、11 月 19 日に札幌市で、11 月 20 日に幌延町で、それぞれ道民の皆様への説明会

を開催いたしますとともに、11 月 20 日には幌延町で、確認結果についての幌延町の周辺市町村

への説明会を開催したところでございます。12月６日でございますけれども、この研究計画

（案）に係る原子力機構理事長と知事、幌延町長が面談を行っております。12 月９日ですけれ

ど、幌延町長がこの研究計画（案）について、町議会におきまして受け入れを表明いたしますと

ともに、道といたしましても 12月 10 日、知事が道議会におきまして、この研究計画（案）の受

け入れを表明したところでございます。これが協議申し入れに係るこれまでの経過でございます。 

続きまして、（２）道民の皆様からの主な意見についてでございます。資料の３をご覧いただ

きたいと思います。資料３の方には、先ほどご説明をいたしました道民の皆様からいただいたご

意見、これに確認会議の際にもいただきました道への質問等を合わせました道民の皆様からの主

な意見を列記したものでございます。全ての意見につきましては、参考資料の方に入っておりま

すので、後程ご覧いただければと思います。主だった意見を読み上げさせていただきたいと思い

ます。まず当初計画と三者協定の関係についてでございますが、２番目のマルでございますが、

研究延長は、「研究期間 20 年程度」を前提として締結された三者協定、地元住民・道民との約

束を反故にするもの。計画（案）の受入拒否と研究を約束どおり、20 年程度で終了することを

強く求める。直ちに、研究計画を終了し、埋め戻すこと。また三つ目のマルといたしまして、当
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初計画段階での地域住民や道民の約束を尊重し、「20 年程度」とした研究期間をしっかり守る

べき。現研究の延長ではなく、一度終了させた上で、新たな計画として提示し、道民や地域住民

との十分な対話、合意のもとで進めるべきといった意見などをいただいております。続きまして

のシカクでございますけれども、高レベル放射性廃棄物の持ち込み等につきまして、持ち込みへ

の心配といたしましては２番目のマルでございますが、期間を大幅に延長し、研究終了時期も示

されていない研究計画（案）は、経過を無視して道民との約束である協定を実質上、反故にする

ものであり、なし崩し的に幌延に核廃棄物が持ち込まれるのではないかという道民の懸念をさら

に強めるもの。またその下のマルでございますが、この研究所の存在は牛乳の今後の売上げ、イ

メージダウンにもつながる。延長は高レベル廃棄物を持ち込むつもりなのか疑ってしまう。近隣

の農家住民は大反対であるという話。また道民の安全・安心といたしまして、１番目のマルです

けれども、安全・安心な食料基地「北海道」を守ってほしいといったようなご意見をいただいて

おります。続きまして３番目のシカクでございますけれども、地層処分の方法、放射性廃棄物の

処分のあり方につきまして、１番目のマルでございますけれども、安全な処理方法が確立されて

いないなかで、道内の地層研究は行われるべきではない。２番目のマルといたしまして、火山列

島と言われる日本には 10 万年間も安定した地盤の場所はどこにもない。地層処分は止めて、地

上の保管を考えるべきといったご意見をいただいております。その下のシカクでございますけれ

ども、研究延長の必要性等といたしまして、瑞浪との関係で、瑞浪の施設については研究終了し、

埋め戻しを決定しており、なぜ幌延だけが期限も明確にせずに延長するのか納得できないという

こと。また、サイトの位置づけにつきまして、道が確認した「地下研究施設で研究した技術が処

分施設の地下環境で活用できる状態」はサイト・スペシフィック地下研究施設と同じで、研究施

設と同じ地層である幌延深地層研究センターの近くに「処分場」建設が出来る可能性が高いこと

を意味する。「なし崩し的処分場」への危険が高まる。従って新たな申し入れは協定に違反して

いるというご指摘。またその下の基盤研究の終了につきまして、当初計画は「基礎研究」だが、

ＮＵＭＯの「包括的技術報告書（レビュー版）の概要」では、「基盤研究」が終了していること

を明らかにしており、幌延での研究を延長する必要がないというご指摘をいただいております。

続きまして、２ページに移りまして、当初計画との関係でいきますと、研究計画（案）は、当初

計画とは内容が変わり、新規の計画である。道民と専門家を加えた検討機関を設けて道民目線で

２年程度をかけて詳細に検討すべきというご意見。幌延での延長につきましては、処分の実施主

体としてはさらに安全性を高めるための研究・開発は必要であろうが、原子力機構が幌延でやら

なければならない必要性はないというご意見。次の終了時期については、少なくとも研究終了と

埋め戻しの時期が確約されない限り、研究の延長は認めるべきではないというご意見。その下の

マルですけれども、研究計画（案）は、三つの課題の範囲内といえば、いつまでも延長できるこ

とになり、第４期で終了する裏付けにはならず、永久に研究施設とすることが伺えるというご意

見。その下のカッコですが、ＮＵＭＯの資金・人材の活用としまして、ＮＵＭＯの資金、人材を

活用することは、ＮＵＭＯが研究することと同じで、幌延が「処分場建設のための研究施設」に

変質し、三者協定に違反するというご意見。その下の機構への不信感として、研究はおおむね順

調に進んでいると報告しながら外部から言われて継続する組織は信用できない。延長を認めると

次に終了期限が近づくと同じことを言ってくる恐れもある。このような組織の研究延長は絶対に

認めるべきではないというご意見。その下のシカク。道の対応でございますが、まず、協定への

認識、これまでの道の対応につきまして１番目のマルでございますが、道民の強い懸念と反対を

押し切って、三者協定が結ばれたことの重みを、原子力機構も北海道庁も自覚していないのでは

ないか。その下で、なによりも優先されるのは、定められた期間を守るということであり、研究

の不充分さを補う必要があるのなら、幌延に固執せず別に考えるべき。北海道として、協定を基

本に研究延長を認めず、埋め戻しをするよう判断することを期待するというご意見がありました。

その下のカッコでございますが、延長に関する道の対応につきまして、協定遵守を徹底するとと
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もに、当初計画のとおり研究を終え、施設を解体し埋め戻すという約束を守るよう、北海道とし

て毅然とした態度を明確にしていただきたいというご意見。その下のカッコでございますが、道

民の意見を聞く姿勢といたしまして、道民の意見を真摯に聞き、研究延長を受け入れないでほし

い。その下ですが、知事は市民と会い、直接、話しあったり意見を聞いて欲しいというご意見が

ありました。また確認会議につきましては、３番目のマルでございますが、確認会議は、延長を

前提に確認したにすぎないように思われるといった意見をいただいております。続きまして３ペ

ージの方に移りますけれども、情報公開につきまして、従来の成果報告の中に、一番不安な出水、

湧水に関しての報告やその処理に関する記述が殆ど見られない。予想外の出水量や有毒物の出現

について、まず北海道が主体的に公開情報を出すべきというご意見をいただいております。その

下の今後の担保措置につきましては、今回の計画（案）を認める場合は、「基本的考え方」の時

のように、担保措置方策等が必要になるのではないかというご意見。三つ目のマルですけれども、

道条例に記されている「持ち込みは慎重に対処すべきであり、受け入れ難いことを宣言する」と

した曖昧な表現を「持ち込みは行わない、受け入れないことを宣言する」に改正すべきといった

ご意見をいただいております。その下の研究の推進につきまして、２番目のマルでございますけ

れども、安全性が確認できるのであれば、経済効果、地域活性化、色々なことが好況に向くので

あれば賛成するといったご意見。その下、５番目のマルですけど、原子力発電をやめても廃棄物

はある。自国で出した廃棄物を自国で処分できるよう一番現実的な方法を研究するのは当然であ

り必要である。よって、今回の研究延長も当然であり、より安全に処分できるよう、期間を決め

ず研究を続けるべきであるといったようなご意見もいただいております。その他、下にございま

すが、エネルギーの多様化ですとか、原発再稼働、脱原発、地域振興方策等についてのご意見を

いただいたところでございます。以上、道民の皆様からの主なご意見を紹介させていただきまし

た。 

続きまして、資料の順番戻って大変申し訳ございませんけれども、（３）道の対応につきまし

て、資料２でご説明をさせていただきます。「令和２年度以降の幌延深地層研究計画（案）」に

対する対応についてということで、こちらにつきましては、この度の研究計画（案）の申し入れ

を道として受け入れることにした考え方を整理したものでございます。この資料は、道の環境・

エネルギー室のホームページでもご覧いただけるように掲載をしているところでございます。ま

ず１番目の研究計画に関する基本認識でございますが、わが国のエネルギー政策では、特定放射

性廃棄物の最終処分は地層処分が基本であり、道といたしましては、「特定放射性廃棄物に関す

る条例」に掲げる通り、その処分方法の試験研究を進める必要があるものと考えております。一

方で、幌延の深地層研究計画については、道民の皆様の間に、最終処分場になるのではないかと

いう不安や懸念がある中、「三者協定」を担保措置として受け入れたものでございます。道とい

たしましては、この深地層研究計画が、三者協定に則って進められなければならないと考えてお

りまして、「令和２年度以降の幌延深地層研究計画（案）」に関する申し入れも、「三者協定」

に則ったものであることが大前提と考えております。２番目の申し入れ内容の精査、確認会議に

ついてでございますが、道と幌延町は、申し入れがあった研究計画（案）に関しまして、先ほど

ご説明いたしましたように、９月から 11月に５回にわたり確認会議を開催いたしまして、専門

有識者の助言をいただきながら、道民の皆様からの質問も含め、必要性、妥当性、三者協定の整

合性の観点から精査を行ったところでございます。その中で、令和２年度以降の研究計画（案）

は、三者協定に基づく計画変更の対象となること。研究は概ね順調に進められているものの、一

部研究に遅れがあったことなどにより成果を得るためには、継続して実施する研究があること。

令和２年度以降の研究は第３期及び第４期中長期目標期間の９年間を通じて技術基盤の整備の完

了が確認されるよう進め、確認されれば研究が終了し、研究終了後は埋め戻すこと。三者協定の

関係条項と整合しており日本原子力研究開発機構は、協定遵守の意思があることなどを確認いた

しました。この結果、令和２年度以降の研究計画（案）には三者協定に反するものはないことを
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確認したところでございます。３の道民の皆様の声等と対応でございます。（１）の道民の皆様

の声でございますが、道では、確認会議を開催するにあたって道民の皆様からご質問を募集する

とともに、確認会議後の説明会やメール等を通じて、ご意見をいただいたところでございます。

主なものといたしましては、研究を推進すべきとのご意見があった一方で、先ほどもご説明いた

しましたが、研究期間 20 年程度を無視しており認めることができないですとか、再延長を認め

ると自動延長となる可能性があり、最終的に処分場になる可能性があるといったご意見。終了期

限が示されておらず、明らかにすべきといったご意見。研究は順調としながらも突然の延長であ

り情報提供が不十分、信用できないなどのご意見があったところでございます。また道議会にお

きましては、道民の声をどのように受けとめたのか。当初計画通り 20 年で終了すべきではない

か。道が研究期間を守らせる役割を果たしていないのではないかなどの、そういった議論があっ

たところでございます。２ページにまいりますけれども、道といたしましては、この度の申し入

れのあった研究計画（案）につきましては、確認会議において、期間を 20 年程度とした当初計

画の変更として、三者協定第７条の対象となることを確認したものの、道民の皆様の間には、依

然として、なし崩し的に最終処分場になるのではないかとの不安の声があるところであり、こう

した声を十分に踏まえていく必要があると考えたところでございます。(２)の道民の皆様の声等

への対応でございますが、こうしたことを受けまして、道では、確認会議や原子力機構理事長な

どとの面談を通じまして、原子力機構は研究計画を進めるにあたって、「三者協定」を大前提と

認識し、最終処分場にしないことや研究終了後は埋め戻すことを研究計画（案）に書き加え改め

て提出したこと。令和２年度以降の研究期間は９年間であること。原子力機構はその期間を通じ

て必要な成果を得て研究を終了できるようしっかり取り組むこと。原子力機構は研究の実施主体

として責任をもってこの計画（案）に即して研究を進めること。原子力機構は今後の工程表を整

理し、毎年度の報告の中で、研究の実施状況を分かりやすく説明すること。原子力機構は毎年度

の計画や実績はもとより研究に対する評価などについても、道及び幌延町への報告や地域での説

明会等で伝えることなどを実施もしくは明確化したところでございます。これによりまして、な

し崩し的に最終処分場になるのではないかという不安や懸念が現実のものとなることは防ぐこと

ができると考えております。しかしながら、地下施設が存続する間は、こうした不安や懸念を完

全に解消することは困難であるため、研究が「三者協定」に則り計画に即して進んでいるか、適

切に確認していくことが必要であると考えております。４の幌延町の意向でございますけれども、

先ほどご説明いたしましたように幌延町は、12月９日の町議会で、研究計画（案）について、

熟慮を重ねた結果、町として、三者協定の遵守を前提に、受け入れることを表明したという状況

でございます。５の道としての判断でございますが、以上のことを踏まえまして、「令和２年度

以降の幌延深地層研究計画（案）」は、三者協定に則っており、９年間の研究期間で必要な成果

を得て研究を終了するものと受け止め、これを受け入れることといたします。合わせて、原子力

機構に対し、研究の実施状況をはじめ、道民の不安や懸念の解消に向けた積極的な情報の公開と

発信を求めるとともに、毎年度「三者協定」に基づく「確認会議」を開催し、専門有識者を加え

て、年度ごとの計画や実績はもとより、外部評価も含めた研究が「三者協定」に則り計画に即し

て進められているのかを確認し、その結果を公表していくことにより、不安や懸念をできるだけ

小さくしていけるよう取り組むものとするという、こういう道の対応につきまして、まとめたと

ころでございますのでご説明をさせていただきました。以上でございます。 

 

（司会） 

以上。原子力機構からの協議申し入れがありました「令和２年度以降の幌延深地層研究計画

（案）」につきまして、道として受け入れることとした考え方をご説明させていただきました。 

続きまして、（４）番になりますが質疑に入らせていただきます。これまでの説明についてご

質問あるいはご意見がございましたら、挙手により、ご発言をお願いいたします。なお、なるべ
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く多くの方からご質問をいただきたいと思いますので、まずはお１人様につき、１・２問程度に

質問をまとめていただき、発言をお願いいたします。質問が一巡しましたら再度ご質問を受ける

ことにしたいと思います。それでは質問のある方は挙手をお願いいたします。それでは前から２

番目の方。 

 

（質問者） 

これから確認会議を催して道民の不安を和らげるというお話ですけれども、経済部長が 11月

に、なぜ今まで過去 20年間こういう確認会議をなぜ催されなかったか。道民はね、地元も含め

て、不安であると、いろんな事故もありましたから、それについて確認会議なり、そういう説明

会を求めたにも関わらず、なぜ開催しなかったという質問をしたところ、経済部長は、いや必要

がなかったと、全部了承の上だという答えでした。ところが、一月二月変われば、これから９年

間の間、毎年確認会議を開催して、その専門家も含めてですね、進捗状況を精査してチェックし

ていくというお話ですね。なぜそれに変わられたのか。過去の反省の上に立って、総括の上で、

道として新たに対応されるのか。過去との整合性がないのですけども。同じ部長として。 

それと、この中で、専門家をどのように選出されるかと。過去、４回目、５回目に傍聴した時

に、専門家の先生方が、延長に関わる、なぜ延長かといった時に、どなたもそれをチェックされ

ませんでした。技術的な意味では。それで、文言では確認会議をやる。それで精査するというこ

とですけども、どういう目的で、しっかり過去の反省からして、確認会議の目的と、そこの専門

家の方の選出、それと、道民に対する説明ですかね。そこら辺をどのように考えておられるのか

を、お聞きしたいのですけども。 

 

（北海道 倉本部長） 

ありがとうございます。まず、これまで確認会議、協定には規定されているのですけれども、

我々の方では開催してきませんでした。これまで道の方でも毎年度、計画ですとか、或いは成果

の報告を機構から受けておりまして、その中では計画 20 年の研究スケジュールに概ね沿って進

められていることですとか、あるいは、機構側からも、研究は概ね順調だと報告を受けてきたと

いう中で、確認会議の開催の必要性を考えてなかったというところが、実際のところであります。 

一方で、今回、先ほど申しましたが８月２日に申し入れがあったわけですけれども、これは今

回の確認会議の中でも出ておりましたが、昨年３月末に外部の専門家などの方の評価を踏まえて、

原子力機構の中で検討した結果、延長が必要だということで申し入れられたと。ただ、これにつ

いては、それまで、研究は順調だと我々は報告を受けておりましたし、本当に突然の申し入れと

なってしまったということだと思います。そういう意味でいけば、これまで、突然の申し入れと

なったということについては、やはり道民の皆様からの信頼を損ないかねないような事態であっ

たと思いますし、我々としても、改めてしっかりと、そこについては、今後の研究を進めるにあ

たっては、その進捗をフォローしていかないといけないという、反省があったのかっていうこと

であれば、そこについては反省をいたしまして、しっかりとやらなければいけないという考えの

もとに、今後は、毎年度、有識者も含めて、確認会議を開催させていただきたいと思っておりま

す。目的という意味では、様々なことがありますけども、ベースになるのは、これから毎年度ご

とに計画を作って、さらにはその実績報告というのがありますから、そういったものを確認する

或いは、これは毎年行われるわけではないと思いますけれども、外部の評価などもこの間おそら

く行われますので、そういった評価についても、確認していきたい。それから、その時々、様々

に起きたことがあれば、それも、その状況に応じて内容はどうだったのかっていうものを確認し

ていくという意味で、しっかりと三者協定に則って、計画に即して、この研究が進められている

のかを確認して、それを公表することを目的に開催していきたいというふうに思っております。 

専門有識者の選出については、室長の方から。 
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（北海道 佐藤室長） 

はい。専門有識者につきましては、従来は地質学ですとか、地盤工学、原子力工学、環境工学

といった、研究計画案に係るところに加えまして、行政法の専門家の方に入っていただいたとい

うところがございました。今後につきましてはこうした方々に加えまして、道民の皆様へのわか

りやすい確認会議の内容ですとか、情報発信、そして、機構の方の考え方というのをどうすれば

皆様に分かっていただけるかというところを考えながらですね、例えばなんですけれども、コミ

ュニケーション分野のような方々ですとか、そういう従来の技術に関わらない方とかも見ながら

人選をしていくということを検討していきたいと考えております。 

 

（司会） 

それでは次の方。右の方。 

 

（質問者） 

質問は２、３ということですので後程また必要があれば質問させていただきたいと思いますけ

れども、本題の前に、まず北海道として決定に至ったプロセスや、今日の説明会そのものについ

て疑義がありますんで、まずそこから、発言をさせていただきたいというふうに思いますが、一

つには、北海道として決定に至ったプロセスでありますけれども、原子力機構から回答期限につ

いても求められていないにもかかわらず、なぜこのような早急な拙速な判断をしているのか、甚

だ疑問であります。また、12 月６日に知事、そして児玉理事長、更には幌延町長と会談をして

おりますが、この三者会談いずれもお忙しい方だと思いますけれども、いつ、会談の日程を決定

していたのか、お答えいただきたいと思います。 

それから本日の説明会についてでありますけれども、本日の説明会は決定事項を道民に理解に

してもらうというふうな趣旨かというふうに思いますが、センター開設時においても、全道９ヶ

所で道民の意見を聞く会などを実施していると。本来であれば、道民からの意見公募をした 12

月５日以降に、知事が意思表明する前に、道民の意見に対する説明会を開催するなり、公聴会な

り意見を聞く会などを行うべきだ。そういう意味ではプロセスについても不十分だと思いますし、

本日の説明会の開催場所がなぜ札幌、幌延、帯広、函館なのか、とりわけ北海道第２の都市であ

り、幌延と同じ道北地域、さらには、全道で一番早く意見書採択を行った旭川市でなぜ開催しな

いのか、お聞かせいただきたいと思います。 

また、道民の意見は 554 件寄せられているということでありますけれども、この寄せられた意

見の出された自治体、どこの自治体から何件出されているのか、多い順に、10 位お答えいただ

きたいというふうに思います。以上です。 

 

（北海道 倉本部長） 

まず、私の方から。このプロセスについてご指摘あったのは、その何と言いますか、拙速では

ないのかというご指摘だろうと思います。それから、説明会については、知事が判断を行う前に

行う、それまでにお伺いした意見を踏まえて説明会した上で知事が判断すべきではないかという

ご指摘でありました。その点について、お答えさせていただきたいと思います。 

まず説明会を含めてこの判断に至る経過の中で、先ほども経緯についてご説明させていただき

ましたけれども、まず我々は今回申し入れを受けた以降、やはり、幅広い方々からの、いろいろ

疑問点等々踏まえて、内容を精査していく必要があるだろうというふうに考えまして、まず確認

会議の開催の前に、多くの道民の方々を対象に、ご質問、疑問点を募ったところでございます。

それらを含めて確認会議の中で、研究計画を今回延長しようとするその必要性がどんなものなの

か、それから内容の妥当性ですとか、それと協定との整合性といった観点から、今回申し入れあ

った内容を精査させていただいた。ちょうど 200 件のご質問をいただきましたので、それらにつ
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いてもすべて確認会議の中で確認をさせていただいたところであります。 

その後、確認会議の結果について、説明会をさせていただきました。その場でも、様々なご質

問ご指摘ご意見を伺いましたし、またそれに関してのメールや郵送でのご意見を伺ったところで

あります。今回、知事が判断するにおいては、そういったご質問に基づいた確認会議の結果、そ

れから確認内容に関する皆様方からの、道民の方々からのご意見、そういったものを踏まえた上

で判断をさせていただいたということでございます。今回、開催をいたしました説明会につきま

しては、そうしたことをご説明させていただくとともに、それに対してさらに皆様方のご意見を

いただいて、今後の我々の対応、特に確認会議の中で、さらに確認していくべきことですとか、

あるいは機構に対して働きかけていく、求めていくことなどの中でいただいたご意見を活かして、

不安や懸念の解消に努めていきたいというふうに考えております。 

それから 12 月６日のですね、機構理事長との面談の決定の経過或いは、今回の説明会の開催

場所、それから意見の多い自治体等については室長の方からご回答させていただきます。 

 

（北海道 佐藤室長） 

はい。私の方から回答させていただきます。まず、12 月６日の会談の決定時期でございます

けれども、議会の方で知事が、この表明をいたしましたのは 11月 29 日でして、その後に日程の

調整をさせていただきまして、この日が空いているということで、調整をさせていただいたとい

う経緯でございます。 

続きまして、旭川市でなぜ開催をしなかったのかというところでございますけれども、確認会

議の結果に係る説明会を開催した地元幌延町、そして全道の皆様が集まりやすい札幌市に加えま

して、今回はその全道の地域バランスを考えて、道南の函館と道東の帯広で開催することとした

ところでございます。 

そして、道民意見が出された、町村の多い順、自治体順ですけれども、上位５件をお話しいた

しますと、一番多いのは小樽で 97件、その次は札幌で 92、幌延が 73、豊富が 41、そして旭川

市が 24 件でございます。以上５件、説明させていただきます。 

 

（質問者） 

今の回答に対しての質問というのは、後からということですか。今でいいですか。 

 

（司会） 

先ほど申し上げましたように、一巡してからでよろしいでしょうか。 

 

（質問者） 

今、聞きたいことの疑問っていうのは、すぐ発言してもいいのではないでしょうか。 

 

（司会） 

わかりました。今の点に関してということで。 

 

（質問者） 

答弁漏れもあります。答弁漏れ、まずは、なぜ拙速に決めたのかということについて具体的な

回答が一切触れられておりませんでした。それから、意見が多かった自治体の数を５件教えてい

ただきましたけれども、旭川でやらないという理由についても明確に答えておりません。バラン

スでという答えは、そうしたら当初から説明会は４自治体しかやらないという考えだったのか、

そのことを、お答えいただきたいと思いますし、道民の意見が多い順にも、５番目に旭川が入っ

ているのに、なぜ旭川が抜けているのか、全然理解できません。改めて回答お願いします。 
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（北海道 倉本部長） 

拙速ではないのかということでございますけれども、我々としては拙速というか、いついつま

でにということをあらかじめ期限を決めて進めた考えはありません。それで先ほども申し上げま

したように、まずは、申し入れの内容につきまして、それを精査するにあたって、様々なご質問

を道民の皆さんからいただいて、まずその中身を精査したプロセス。それからその結果について

ご説明させていただく場を設けて、それに対するご意見をいただいたプロセス。それと、道議会

の議論或いは、幌延町、地元のご意向、こういったことを、順を追って、それぞれ踏まえた上で、

最終的に道としての対応を判断したということでございまして、ステップを踏んで進めてきた結

果ということでございまして、拙速ではないかというご指摘はございましたけれども、我々とし

てはそういう考え方の中で進めてきたということでございます。 

 

（北海道 佐藤室長） 

それから、旭川の件につきましては、繰り返しになってしまいますけれども、我々といたしま

しては、最初幌延と札幌ということでやったわけですけれども、地方で広く、ご意見の数が少な

くても、広くいただいているという状況もございますので、そういったことも加味しまして、道

南と道東でもやろうということに至ったところでございます。 

 

（質問者） 

はい。よろしいですか。ちょっと答えになっていないのですが。いいですか。 

まず、道としては拙速とは考えていないという回答ですけれども、確認会議の議事録など、

我々も、本当に読む間もない間に、次の確認会議が行われているような状況であって、本当に

我々、私から見れば、拙速に結論を出したと言わざるをえない。もっと言えば、道議会の多くの

道議の皆さんも 12 月議会で結論が出るなどと思ってもいなかったという方が多くいます。これ

は私だけではないということであります。そういう意味では、こういう進め方を北海道が拙速で

ないというふうに判断していること自体、摩訶不思議な状態でありますし、説明会を、当初は２

ヶ所、４ヶ所に増やしたから、満足だろうなんていう答弁も全然納得できませんし、もっと言え

ば、この説明会のあり方自体でありますけれども、道と道民が直接対話できる場というのが、今

回この件であったのは、確認会議に関する部分の説明会と、本日の説明会、いわゆる決まったこ

との説明でしかないということです。これは民主的な、物事の決定する上での、道と道民との対

話とは言えるものではありません。以上です。 

 

（北海道 倉本部長） 

拙速ではないのかというご指摘については、受けとめさせていただきたいと思っておりますが、

我々としましては、先ほどお話しましたように、必要なステップをそれぞれ踏んできたというつ

もりであります。踏んでないという声もございますけれども、我々としては必要なステップを踏

んできたというふうに考えております。 

道民の皆様との対話ということにつきましては、様々なやり方は当然あろうかと思いますが、

我々も説明会という形式の他に、ご意見、ご質問を伺うということを含めて、そういったところ

を今回、もうお返しをしておりますけれども、それぞれいただいたものについてそれぞれすべて

対応、回答、考え方ですとか、それに対する検討結果というものを整理した上で、進めてきてお

りますので、それで十分かどうかについては様々なご意見があろうかと思いますけれども、先ほ

ど申し上げたように必要なステップを踏んで来たというふうに考えております。以上でございま

す。 
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（司会） 

それでは次の方、隣の女性。 

 

（質問者） 

簡潔に３点ほどお伺いさせていただきます。資料２の２ページ目。機構が道民の意見や何かを

踏まえて、最終処分場にしないこと、及び研究終了後は埋め戻すこと、これ両方とも三者協定に

書いてあることですけども、それを計画案に書き加えたことをもって、次の黒丸で、研究期間は

９年と書いてあることと受けとめて、受け入れを決めたということですけれども、書き直しをさ

せて提出させたその計画に、期限が９年間であるということと、それから再延長はしないという

ことは明記されていたのでしょうか。ということが１点。もし、明記されていないのであれば、

なぜ、研究期間は９年間であるということを、受けとめる道の判断が何を根拠になされたのか。

それが２点目。 

それから先ほど、１件目の質問の方に対する答弁の中で倉本さんがおっしゃったことで、あれ

と思ったのですけれども、機構の考え方を道民に理解してもらうためにはどのようにしたら良い

かということをお考えになって、技術コミュニケーションとかそういったことの専門家を確認会

議のメンバーにお入れになったというお話がございました。図らずも、確認会議をする前から、

確認会議は、道民に機構の考え方を理解させるために行うということを期して、体制からお開き

になったということを、道職員ご自身のお口から承ったというような印象を受けるのですけれど

も、確認会議というのはそういうものであったのかということが３点目。以上、お答えいただけ

ればと思います。お願いいたします。 

 

（北海道 倉本部長） 

はい、ありがとうございます。まず１番目の期限再延長はしないということが、今回の計画書

案に明記されているのかということについて、直接そういう表現では書いてございませんので、

今回確認会議の中でも、その期間の延長の申し入れでありましたので、そもそも、この申し入れ

が、どういう期間を延長するということなのかについては、確認すべき重要なテーマ項目という

ことで、確認会議の中で繰り返し確認をしてきております。 

なぜ、では書かれていないのに、９年間で終了するものと受けとめるその根拠は何かというの

は、２番目のご質問だと思いますが、先ほどの資料２の２ページ目のですね（２）道民のお声等

への対応のところの黒ポツの２点目、３点目ですけれども、今回確認会議の中、それから、知事

と原子力機構理事長との面談の中で、それぞれ原子力機構の考え方、何をどのように進めていく

考えなのか、それを確認してきておりますけど、その中で、まず、研究期間が９年間である。こ

れは令和２年度以降ですけれども、この９年間でやっていくことが明確にされております。それ

から原子力機構はその９年間の期間を通じて、必要な成果を得て研究終了できるよう、しっかり

取り組むということの表明を理事長自らされております。また、今後ですね、工程表を整理して、

毎年度の報告の中で、研究の実施状況をわかりやすく説明する。あるいは、実績だけじゃなくて、

外部の評価などについても、しっかりとオープンにして明確にしていくといったことなどを確認

してきておりまして、こういうことを通じて、我々としては、今回の申し入れが、この９年間の

研究期間で必要な成果を得て終了するものであるというふうに受けとめた根拠でございます。 

それから３点目の、今後の確認会議での専門有識者の選出について、先ほどの佐藤室長からの

話については説明が十分ではなかったところもありましたが、今後コミュニケーション分野の専

門家を加えたいと思って検討しております。これは、機構の考えを、道民の方々に押し付けると

いうことではなくて、我々もそうですけれども、なかなかその技術的な要素が多く、いろんな計

画書ですとか実績についても出てきておりまして、それをひとつ一つその場で聞くと何となく理

解できるわけですが、それはしっかりと、どういったことを具体的に示すのかが、当然わからな
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いと、やろうとしていること、あるいはやってきたことが計画に本当に即しているのか、当初の

今回の中身と合致しているかもわからないということもありますので、そういう意味で、わかり

やすく、それをオープンにできる人、それから、これは逆に言えば道民の方々が不安に思ってい

ることを専門技術者、実際に研究されている研究者の方々にも理解してもらうためには、そうい

うコミュニケーションの分野の方々が、道民の方々の意見を技術者の言葉に変えるみたいなこと

も必要だと思いますので、そういう意味で、今後コミュニケーション分野の方々を、適任者が得

られれば、加えていきたいと、そういう趣旨でございます。 

 

（質問者） 

他にもご発言なさりたい方がいらっしゃることと思いますので、１件だけご指摘させていただ

きます。当初の研究期間 20 年程度とした当初の計画案、その計画案についても、私たちは、こ

れまで機構の発言を、一生懸命この期限を守りますとそのために努力しています。その方向で研

究していますということを聞いてこれまでやってきました。その計画が、今回守られずに延長し

てくださいということになったということは、機構というのは、ご自身の出された当初の計画案

の期限もお守りにならない、そういう組織だと思います。なので、再延長はしないということを

どこかで明記させなければ、９年で終わるという受け止めをするというのは、余りにも楽観的と

いうか、申し上げさせていただければご判断が甘いと思わざるを得ません。以上です。 

 

（北海道 倉本部長） 

はい、ありがとうございます。私どもとしては、先ほども申し上げたと思いますけども、今回

の申し入れについて、最初にこの間、20年程度という当初計画について、三者協定を担保措置

として受け入れて、それに即して進めてきたわけでございます。我々も、概ね順調だというふう

に聞いていた中で、８月突然申し入れがあったことについては、これは本当に信頼を裏切りかね

ないことだというふうに思っておりますし、先ほど、最初の方のご質問ございましたけれども、

道庁の対応自身について、やはりもっとしっかりやらなきゃいけないということについては、今

反省をしているところであります。その上で、今回の申し入れについて、まず一つは、機構とし

て、この９年間の中で、必要な成果を得て、研究終了できるようしっかり取り組みますと改めて

理事長自身が表明しているということもありますけれども、先ほど申し上げた反省の上に立って

道として、改めて今後確認会議という場を通じて、その研究がですね、協定に則って、かつ計画

に即して進められているのかというものをしっかりと確認をし、その結果を公表するということ

を行って参りたいと考えてございまして、そういったことを通じて、我々としては、この９年間

の期間で研究が終了するものと受けとめております。もちろん、改めて再延長が必要となる、そ

んなことは、そういう意味では想定をしていないわけですけれども、仮の話ですが、そういった

再度の延長協議があった場合については、現在これを認める考えはない、ということを申し上げ

ておきたいと思います。以上でございます。 

 

（司会） 

 それでは隣の方。 

 

（質問者） 

研究主体のですね、開発機構と処分主体の環境整備機構、まあＮＵＭＯとかＪＡＥＡとかって

言っています。本来違う組織ですが、研究成果については共有するということになっていますか

ら、これ、両方ともですね、地層に対する見解というのが共通していますよね。ご存知ですか、

日本の地層は 300 メートル以下についてはですね、非常に安定したものがどこにでもあると、砂

地以外はですね。こういう見解ですが、この見解は、高校生でも否定しています、わかりますか。
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ごくごく基本的な彼らの見解が間違っています。そのことを、あなた方ご存知ですか。ちなみに

ですね。2012 年に日本学術会議、ここの論文なんかお読みになったことないでしょうけども、

高レベル放射性廃棄物についてですね、どうすればいいかというときに、この地層について何て

言っているか分かりますか。ご存知ですか。ご存じの方、手あげて、本当に。この見解について

は、厳密な検証を要するとこう言っています。わかりやすい言葉で言えば、これは嘘ですってい

うことですよ。全体が、まず間違っています。それから、資料の３の１ページの一番下のところ

に、当初計画は基礎研究だが、ＮＵＭＯの包括的技術報告書レビュー版の概要では云々とこう書

いてあります。もう研究終わっているって、書いています。あんた方これお読みになりましたか。

お読みになりましたか。お読みになった。だったらここに、もうＮＵＭＯは要らないって書いて

います。それでも必要ですか。研究成果を共有している彼らが、こうやって言っているのに、Ｊ

ＡＥＡは研究が必要だと。しかも、●●さんという方、これ地層の研究家です、原子力のですね。

この人は、ＪＡＥＡが言った三つの研究成果については、地層研究は必要ないと、地上でも十分

できるとこういうふうにおっしゃっていますよ。こういう論文をお読みになりましたか。読んで

ないでしょう。本当に、何にも知らない人たちが、ＪＡＥＡの言う事をはいはいと言って、そし

て、その見解を私たちに伝えているだけじゃないですか、会議っていうのは。12 月５日に、パ

ブコメが終わって、10日に知事が反対しているけど、多分これを５００幾つの９割は反対意見

だったのでしょう。反対意見を踏まえて十分精査した上で、拙速でないと、どうして言えるので

すか。以上、答えてください。 

 

（北海道 佐藤室長） 

まず、学術会議の地層処分の考え方のお話でございますけれども、具体のお話をいただかなか

ったので、暫定保管のお話ということでよろしいですか。 

 

（質問者） 

何ですか。 

 

（北海道 佐藤室長） 

学術会議が定義を行った地層処分というものを、いつまでも、地層処分を、という前に暫定保

管をすべきではないかと、日本学術会議が言ったこと。 

 

（質問者） 

私が言っているのは、そうじゃないですよ。ＮＵＭＯやＪＡＥＡの見解が間違っているという

ことを、私が言っているのではないですよ、日本学術会議が言っているのを、あなた方がどう受

けとめるかと言っているのですよ。そのね、50年間、ちょっと後ろづくりして、どうしてこう

してって、そういう前の話だ。 

 

（北海道 倉本部長） 

地層処分に関する、そもそも地層処分ということが、可能なのかということですね。 

 

（質問者） 

そういうことだ。日本で。 

 

（北海道 倉本部長） 

これについてはもちろん、我々自身が、個々に専門的な研究をしているわけではありませんが、

我々なりに、この業務に携わるに当たって、いろいろ資料ですとか、あるいは国の計画について



13

は、いろんな意味で、参考にさせていただいて、読んだりしているつもりであります。現時点で

の、これは国の中での方針、あるいは、結局、考え方っていうことになろうかと思いますけれど

も、高レベル放射性廃棄物の処分方法として、地下深くの安定した岩盤に閉じ込め、人間の生活

環境から隔離する方法が最適であると、国際的に考えられているというふうに国の方の計画等に

は載っております。これを地層処分ということで、我が国でも地下 300 メートルより深いところ

の地層に処分することとなっているのが、現在、国の方針ということでございます。もちろん、

色んな知見ですとか、科学技術の進歩ということもありますので、当然、よりよい方法があれば、

これを研究していく、あるいは検討してくってことが、国においてしっかりやっていただかない

といけないと思っておりますけれども、我々が知りうる限りの中では、今申し上げたようなこと

が、現在での最良の方法として、されているというふうに理解をしております。 

 

（北海道 佐藤室長） 

それと、ＮＵＭＯの包括的技術報告書の中の記述についてございますけれども、この報告書の

中では 2000 年以降の、研究開発成果を踏まえて、適切なサイトの選定に向けた技術基盤が整備

されたということとされておりますけれども、技術的な信頼性をさらに向上させていくためには、

その人工バリアの適用性を確認するための地下環境での実際の環境での試験などの課題も示され

ているというふうに記載されていると認識しております。こうした課題については、技術基盤の

改良に向けてですね、原子力機構が幌延深地層研究センター地下施設を活用して実証をしていく

計画というふうに我々は認識しております。 

 

（質問者） 

関連しますから、いいでしょ１回くらい。地層研究について否定するものではないのですよ。

フィンランドのような堅牢な地盤であれば、それは、文句言いませんよ。実証されているのです

から。しかしね、300 メートル深く掘れば、安定した地層があるなんて、これ、幌延の５㎞向こ

う側の豊富でこの間地震があったばかりでしょう。それほど、不安定なところで、なぜ日本でそ

れがあるといえるのか。あなた方、政府の研究だから、信頼したいとおっしゃるのかもしれない

けど、これはどうですか。政府の研究、ここはね、この地層処分は、使用済み燃料の再処理が前

提になっているのですよ。プルサーマル計画とか、核燃サイクルとかっていうでしょ。じゃあこ

れうまくいっているのですか。六ヶ所の処理研究所どういうふうになっているかご存知ですか、

あなた。24 回も竣工延長しているのですよ。夢の高速増殖炉、１兆円も無駄遣いして数日間し

か働かないで、廃炉になったじゃないですか。どうしてこんな技術が信用できるのですか。それ

を前提としての研究なんて、まったく空理空論じゃないですか。こんなものをどうして信用して、

開発機構が言っているからって、どうして我々素人が、道民が言っていることを信用しないです

か。どこに信頼の根拠があるのですか。どこに、政府の信頼があるのですか。以上です。 

 

（北海道 倉本部長） 

ありがとうございます。まず、最初に核燃料サイクル政策が十分成功してないのではないか、

破綻しているのではないかっていうことがあると思います。私どもとしても、核燃料サイクル政

策そのものについてコメントする立場にないと思っておりますが、ただ、現実、六ヶ所の部分に

ついては、まだ依然として規制委員会の審査が終わらずに、建築、建設もストップする状態であ

りますし、高速増殖炉については、中止ということが決まっているということでございまして、

今後、こういったことを踏まえて、さらに政府として、どういうふうな対応するかについては引

き続き検討していただく必要があるというふうに思っております。ただ、その一方で、高レベル

放射性廃棄物もしくは使用済み核燃料について、それを何らかの形で、処分をしてかなきゃいけ

ないということは、一方で、必要な事実だろうと思っておりまして、その処分方法の研究につい
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ては、先ほど、佐藤室長の方からご説明の冒頭にもございましたけども、その処分方法の研究そ

のものについては、やはり必要だということは、我々も同じように考えているということであり

ます。具体的なサイクル政策等々については、国において、しっかりと検討し、国民の皆様に説

明していく責任があるのではないか、その責任を求めていきたいと思います。 

 

（質問者） 

一番核廃棄物を出しているアメリカは、どうやって、処理しているのでしょうか。ちょっとご

存知ですか。ご存知だったら答えてください。 

 

（北海道 倉本部長） 

私どもの知る限り、まだ最終的には処分はしてないというふうに理解しています。 

 

（質問者） 

そうしたら、どうやって保管しているのですか。使用済み燃料棒は。 

 

（北海道 倉本部長） 

空冷式で保管しているのかな。ちょっと、すいません。しっかりとした知識は持ち合わせてお

りませんが。 

 

（質問者） 

今あるものをどうやって保管しているのですか。それもわからないで、あなたは議論している

わけ。 

 

（北海道 倉本部長） 

我々も、保管をする主体ということについては、別の部分だと思います。ただ、言えば、保管

をした後の処分、技術の研究が幌延で行われているっていうふうに理解をしております。 

 

（質問者） 

じゃあ、なぜアメリカの同じような形でしないのでしょ。お金かけて、地下掘って。とんでも

ない、桁違いのお金使って、地下に埋める必要あるのですか。そもそもそういうことに近いのも、

あれでしょう、ゼネコンの金もうけのために、手を組んでやっているようなものでしょう。倉本

さん自身がこういう原子力機構からリベートみたいなものもらっていますか。替わりの政策を進

めるっていうのは。関電と同じですよ。関電と同じような構造であなた方自身もなんかリベート

もらっているのですか。こんな何にも知識がなくて、こんなデタラメなことをやっているってこ

と自体が。アメリカはですね、地上保管しています。ネバダの広いところに、地上保管していま

す。それが一番安全です。核燃料の放射能は、近づけないくらいですけどガラス固化の技術自体

が、じゃあ、できていると思っているのですか。どうやって保管するのですか。ガラス固化の技

術が完成しているのですか、今。ご存知ですか。少なくとも今、可能性があるのが、ガラス固化

して、固体にして、それを鉛の容器にでも入れてですね、地上保管で十分ですよ。そしてもう

50 年で老朽化したら、100 年もつでしょうもっと頑丈なものだったら、また建て直して、石棺の

ように覆うしかないのですよ。放射線のほの字も分かんない人達が、こういう議論をするなよ。

あなた方、例えば、原発対策、泊の原発だって委員会は年に１回、アリバイ工作で開いて。専門

家というのはみんな御用学者ばかりだ。ないしは、全く放射線のことがわかんない素人の人が集

まってやっている。僕が日本で一番被爆して、仕事していた人間です。僕を呼んでください。全

く嘘だらけですよ、あなた方。正しい科学的知識持たないで、中途半端な行政やるなよ。そして、
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しかも２、３年すれば部署が変わります。佐藤さんだって変わるでしょう、もう、何年かしたら。

倉本さんなんてリタイヤか。こんなデタラメなことをやって誰も責任取らないのだよ。行政の人

達は。こんなことでいいのですか。僕は人間としての、見識を持って欲しい。そして、正しい科

学的知識を持って欲しい。修正つかないですよ、これ。日本に、なんぼ掘っても安全な地下なん

てないですよ、こんな地震大国で。正しい知識で、科学的な知識で、ちゃんと対応してください

よ。そして、もんじゅ、中止になりました。あそこで何ぼ使っていますか、金。１兆円以上使っ

ているのですよ、お金。１兆円使って何の成果も出なかったのですよ。今、幌延の地下も、仕事

も多分ものにならないです。そして、確認するってたって、じゃあ、どこまで進んでいるの、研

究が。そういう内容が全く分かってないでしょ。雇用対策でやっているわけじゃないでしょう。

もう少しフェアに情報出して、見識を持って判断してくださいよ。９年後に、なんも結局成果が

なくて、また延長してくださいって、必ず来ますよ。技術的にものになんないですよ。幌延に優

秀なですね、そういう技術者や科学者が集まってやっているわけじゃないですよ。それが可能だ

ったら、なんも、皇居のところでも地下掘ってやれよ。代々木の広場でもいいよ。そういう東京

のど真ん中の、広大な公園のとこでも埋めたらどうですか。そんなに安全だというなら、そこで

やればいいんじゃないですか。そうしたら、日本の頭脳のような人がたくさん集まって、労働力

もたくさんできます。どうしてそういう考え方ができないのだよ。原発が安全だったら、どうし

て、東京で作らないのだよ。東京湾の水使ったらできますよ。それをしないってことは結局ヤバ

イからでしょう。幌延は人口も少ないし、過疎地だし、ということでもってきているだけの話な

のですよ。なんで、大都市の広場で作らないで、幌延に持ってくる必要があるのだ。そういう基

本的なことは、あなた、考えたことあるのですか。人間としての見識持っていただきたい。まと

もな行政をやるのだったら。リタイヤしたって責任は、取れないのですよ、人間として。こんな

ことに、１兆円使って、もんじゅが中止なったって誰も責任取ってない。デタラメすぎますよ。

地上保管してください。 

 

（北海道 倉本部長） 

放射能について不勉強だというご指摘については、すいません、まだまだ勉強していかなきゃ

いけない部分は、当然、やっていかなくてはいけないというふうに思っております。一方で、使

用済み核燃料もしくは放射性、高レベル放射性廃棄物の処分、アメリカの地上保管というお話ご

ざいましたけれども、我々の理解ではアメリカも含め、多くの国が最終的には地層処分という方

針を今のところを掲げながら、具体的な行為まで至っているのはフィンランドだけという現状だ

というふうに理解しています。また、我々としては、処分場、幌延もしくは道内に作っていくと

いうことを今やっているわけではなくて、処分方法の研究、試験研究については、これは必要だ

ろうということで、幌延もその一つであるわけですが、ただ、この受け入れに当たっては、道民

の皆様の中に、多くの方から、やはり、なし崩し的に最終処分場になるのではないかという不安

や懸念がある中で、三者協定を担保として、これは 20 年前に受け入れをして進めた訳です。従

って、我々としては、この最終処分場にしないということのために、この三者協定の遵守という

ことを、今後の大前提にやっていくということで考えております。お答えになってないかもしれ

ませんが、責任を持ってそれについては考え、対処し、判断をしてきているというふうに、話を

させていただきたいと思います。 

 

（司会） 

それでは、次の方。青いシャツの方。 

 

（質問者） 

すいません。ご苦労様です。難しい話いっぱい言えばキリがないので、一番基本的なところか
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らちょっとお話をします。まず三者協定。三者協定、それぞれ、どういうような役割を持ってい

るのですか。いわゆる約束を守るという事において誰が守らなきゃいけなくて、誰が守らせなき

ゃいけなくて、そのことを皆さんがどう考えていらっしゃいますか。そのことを具体的に、より

わかりやすく説明していただきたいです。20 年前、今そちらにいらっしゃる方たちは三者協定

に同席された方いらっしゃいますか。そのことですね。それからＮＵＭＯの、そうですね、地層

処分に関してとか、いろいろ、私も出たことがあります。そのときに、地層と深くまで実は衛星

で見ることができるのですよって説明されていました。いましたので、ああそうですか、どれぐ

らいまで見られるのか聞きますと 30ｍと言いました。ところで、埋めると言っているところは

300 ですけれども、そこはどうなのですか、見られません。では、そこのところに活断層なりな

んなりあるっていうことを確認する方法はどうなのですか。わかりません。実際おきましたね。

東北で起きた地震を考えてみれば、それを確認する方法ないということですよね。予測不可能で

す。ですので、それから今回そこに埋めないと、幌延に埋めないとしても、それぞれ地層違いま

す、環境違います。当然、そのためには、また研究をそこで行わなきゃいけない。基礎研究とい

うのは本当に役立つかという保証もありません。その辺あたりも、どう考えてらっしゃるのかと

いうことがあります。それからですね、数年前の録音にこうありました。いわゆる機構の方の関

係者は延長すると、研究を延長するという、理由は後付でいいという、そういう録音があります。

ご存知ですか。はい。それを含めて、お答えください。 

 

（北海道 倉本部長） 

三者協定の三者それぞれの役割についてということでございます。厳密に言うと、16 の条項

がございますので、それぞれについて、応分に役割を持つものもあると思いますので、それぞれ

についてということになりますけども、基本的には、第２条、例えば、これは放射性廃棄物を持

ち込まないとか、第３条は、ＮＵＭＯに貸さない、第４条埋め戻す、第５条処分場としない、第

６条情報公開などについては、研究の実施主体である原子力機構が守るべきものであり、我々道

と幌延町は、その履行を確認する立場ということになるというふうに理解をして、これまでも取

り組んできているところであります。それから 20 年前の協定の締結に同席したものはいるのか

ということですが、この中にはおりません。それから地下の活断層というのは、分からない中で、

そういう不安定なところで、できるのかということでございます。それにつきましては、日本は

本当に地震国でありますし、昨年も、北海道、我々も大きな地震がありました。先般は、まさに

幌延町の隣接の豊富を中心とするところで大きな地震があったということであります。我々も、

これについては、この間、原子力機構にも確認をしてきているところでありますけれども、平成

７年に阪神淡路大震災が起きて、それ以降ですね、土木学会を中心にして、トンネルなんかの地

下施設に関する設計の指針というのが整備されているようです。この幌延のセンター地下施設に

関しては、北海道の北西沖にマグニチュード 7.8、震度６強に相当する地震が起きるということ

をまず設定をした上で立坑及び水平坑道の設計を実施したというふうに聞いております。それか

ら、これは平成 19 年ということでございますけども、これも、文部科学省の方で、地震の研究

ということの一貫で、全国の主要活断層の評価というのが一斉に行われております。幌延に関し

ての近郊では、サロベツ断層帯に関する長期評価という結果が出ておりまして、原子力機構では、

幌延センターの周辺で震度６弱の地震が発生する可能性ってことを前提にした上で、現在の地下

施設が設計上地震に耐えられるかどうかっていうことをこの場で確認をして、十分な耐震安全性

を有するというふうに判断したというふうに聞いております。いずれにしても、それは設計上の

問題であり、影響もシミュレーションでありますので、実際に本当にその通りなのかっていうの

は、今後も、逐次確認をしていかなきゃいけないことだと思いますし、実際にその安全管理につ

いては、何より前提にして進めていかなくてはというふうに思っております。あとの質問につい

てはちょっと室長の方から。 
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（北海道 佐藤室長） 

幌延でやった基礎研究というのが他地域で役立つのかという話についてでございますけれども、

幌延で行われているというのは、基盤研究という形で行われているものでして、確認会議の確認

にあたっても、他の地域のそういうものによっては異なる層に対する、使える研究含めてですね、

他の地域で応用できる部分がある、そういう基礎的な研究を行っているというふうに認識してお

ります。また、機構の方で理由は後付っていうようなお話、我々はそういったお話については一

切存じておりません。 

 

（司会） 

よろしいでしょうか。一番前の方。 

それでは、次の方、じゃあ、一番前の方。 

 

（質問者） 

資料５の 1ページ目ですね、幌延での研究計画の延長の必要性についての理由としまして、全

体として概ね適切に研究が遂行されたが、一部研究に遅れがあったことなどにより成果が十分に

得られない研究があること、研究成果を得るには継続して実施する必要がある研究があること、

というふうに書かれております。これが、必要性についての理由だというふうに書かれておりま

すが、概ね適切に研究が遂行されていたのでしょう。延長されるような理由があるというような

ことになるのでしょうか、そもそも適切に研究がなされていなかったからそういうことになった

んじゃないですか。そうですよね。それと３ページ目。情報の交換についてですが、研究がここ

でも順調であると報告したのが、平成 30年度の成果報告書で、ここでも研究が順調であると言

っていますよね。それなのにですよ、延長するってことはおかしな話じゃないですか。というこ

とは、30年のこの成果報告書は嘘であったということをお認めになっているようなものだと思

いますけれども、如何でしょう。 

 

（北海道 倉本部長） 

まず、先ほどもお答えした部分でありますけれども、この間、概ね順調に研究が進められてい

るということについては、我々もそういうふうに報告を受けておりましたし、それが突然、延長

の協議があったということについては、やはり、道民の皆様からの信頼を損ないかねないものだ

ということを考えておりますし、我々がその報告を受けていたということについては、十分では

なかったという反省をいたしております。そのうえで、我々が機構を弁護することではありませ

んけれども、概ね順調であった、或いは適切に研究されていたということを、20 年間の研究で

すから、全ての項目が 100％やっていなくても、それで大体達成されたと評価するのか、或いは

やはり残っている、できなかった部分、或いはやりきれていなかったことが欠くことができない

部分であるのかについては、やはり、今回は外部の評価を受けた中で、やりきれてなかったって

いうか、看過できない、要は、しっかりとそこはやらなきゃいけないというふうな、評価結果が

下ったということで、８月にさらに延長を申し入れられたというふうに理解をしております。

我々としては、今後も同じように、突然、今までの受け止めと違うようなことになることは、二

度と無いようにしたいと思っておりますので、今後の確認会議を毎年開催する中では、そういう

評価なども含めて、毎年評価されるわけではないと思いますけれども、しかるべき段階で、そう

いう評価も出てくると思いますので、そういったことも含めて、しっかりと内容を精査、確認し

ていきたいというふうに思っております。 

 

（質問者） 

はい。先ほどから何度もそのように聞いております。ただですね、概ね適切に研究が行われて
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いると聞いていたにもかかわらず、９年間の延長を申し入れられたとおっしゃっています。とい

うことは、北海道は舐められたのですよね。そういうことじゃないですか。それなのに、それを

受け入れるってどういうことですか。非常に怒っています。非常に怒っています。そういうふう

に舐められた報告を受けながら、はいそうですか、じゃあ認めましょうって９年間認めるって。

すごいおかしな話だと思いませんか。それが一般道民、私たちの考えなのですよ。舐められて、

だから拒否するっていうのが、北海道知事であれば、するべきことじゃないですか。 

 

（不特定者） 

そうだ。知事を呼びましょう。北海道知事、道民目線って言っていたけど、道民目線どこに付

いているの。 

 

（北海道 倉本部長） 

まずは、繰り返しになりますけれども、我々としてもしっかり確認できていなかったことにつ

いては、反省していきたいと、しなきゃいけないというふうに猛省をしております。先ほども言

いましたけれども、20年間でいろんな研究をしてきて、これは確認会議の中でもいろいろと聞

いたり確認してきたりしておりますけれども、その中で、いろんな研究項目があるわけですから、

すべて計画通りにいかなかったっていうことはありえることだろうと思います。ただ、それが全

体として見たときに、最終的に成果として十分なのか、或いはやり残したところがあるけれども、

大体これで概ね、必要なことは、成果が得られたとするのか。或いは、残されて、手のつけられ

なかったところが、どうしても必要なのかっていうことについては、外部の評価などを受けた結

果、検討が必要だということになったっていうことでありますので、道としても、確認会議を通

じて確認してきたところであります。もう一つは、我々としては冒頭申し上げましたけれども、

あくまで処分方法の研究開発については必要だというふうに考えておりますので、しっかりとし

た成果を上げてくっていうことも当然必要だというふうに思っております。以上でございます。 

 

（司会） 

はい。それでは、そちらの方どうぞ。 

 

（質問者） 

私、今回の説明を聞いてとっても不安になったのですよ。それは、確認されれば研究は終了し

たかっていう、その確認の主体が、一体、誰なのでしょうと思ったのが、ここは北海道の姿勢、

道の姿勢としてあるものですから、そこからいくと、北海道ですよね。でもアメリカの処分方法

が知らないとか、論文は、そこは自分の分野ではないから、読んでいないとかっておっしゃるの

は、幌延で研究していることは一体どういうところに及んでいるのか。それが本当に道庁の方々

に共通認識されてないのかなっていうので、とっても不安です。だからこれからも毎年その確認

会議とか、何年かおきでも、あるっていうときにその確認っていうそれをできるだけの知見が、

いったい道としては保てるっていうか、ちゃんと勉強されていかれるのか、そのことが一つ。そ

れから、知事が道民の声を聞きながらとおっしゃっていて、12 月の５日の、確か役所が終わる

まで反対意見は引き受けますと、それを聞いていましたので、本当にそんなまさか早くに、道民

がそれ反対とかいろんなことを確認、報告会とかあったのを総括して結論を出されるとは全く新

聞を読むまで分からなかったのですよね。それは本当に唐突っていうことでは済まされないくら

いびっくりしました。それで、本当に鈴木知事は、スーパーコンピュータかなんかなのかなと思

うくらい、これだけ今日たくさん資料もらって、私たちここに出て、前の時もそうでしたけども、

本当に分厚い書類をいただくだけいただいても、もうそれに目を通すだけで精一杯っていうとこ

なんですよ。それで一つ要望なのですけども、こういう確認会議とか何かの時に、前もってせめ
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て 10 日前にでも道庁のどこかに資料を積んでもらって、新聞か何かで関心ある方はお持ちくだ

さいということぐらいやっていただきたいなっていうのが要望です。それと、資料の５の、必要

性っていうところで、この真ん中より下に、延長が必要となったのは、フィンランドが必ず出て

きますって前にもなんかの最後の時に出たものですから言ったのですけども。このことは何回読

んでも私には理解できないのですよね。延長が必要となったのは、こういうことですっていう、

これの内容が全くわからないのですよ。どういうふうに理解していいのか、説明していただきた

いということと、それに関連して、たまたま見た日経か何かにＮＵＭＯの名前が書いてありまし

たけど、オンカロに、賛同者を募って、見学に行った模様が出ていたのですよ。そこに北海道大

学の学生の方が１人載っていまして。私、是非その報告会みたいな、なんかツテがないかなって

思っているのですけれども、小泉元首相がオンカロに行って宗旨替えをしたと。この若い青年で

すね、それからそこに行った大人の後の５人の方々、どんな感想を持ってオンカロを見てきたの

か、道庁の方からでも、何か知る手立てはないか、ぜひ知りたい。以上です。 

 

（北海道 倉本部長） 

まず、今後、幌延の研究も含めて、道庁に知見が乏しいと今後勉強していくのかっていうこと

ですけれども、少なくとも我々も必要な勉強は一生懸命やらなきゃいけないと思っておりますが、

当然専門家に太刀打ちはできないだろうと思っておりますので、確認会議には、そういったとこ

ろをサポートしてもらえる、つまり、専門的な部分を噛み砕いて説明をしてもらえるような専門

家を交えてやっていきたいと、その人たちの力を借りながらでありますけれども、我々ももちろ

ん勉強しながらやっていかなきゃいけないというふうに考えております。それから、資料につい

てでございますが、確認会議の結果についても出来るだけに速やかに公表したいと思っておりま

して、公表次第、ホームページなどを通じて掲載させていただくようにはしております。ただ、

インターネットを通常使わないのだという方もいらっしゃいますので、その場合、お申しつけい

ただければ、ご郵送等で対応するってことも含めて、これまでもやっておりますけども、今後も、

そういう機会がある場合には、できる範囲ですね、内容を手に取っていただけるような対応は心

がけていきたいというふうに思っております。あと他のご指摘については佐藤室長のほうから。 

 

（北海道 佐藤室長） 

はい。資料に関しまして、フィンランドの規制委員会のお話でございますけれども、これにつ

きましては、フィンランドの規制委員会が言ったことそのものを、今回の研究でやらなければな

らないというような直接的なお話ではなくて、フィンランドの規制委員会の方で、操業許可申請

に向けて、一定の、正しい表現かどうかっていうのがありますけれども、課題といいますか、満

たすべきそういう水準と言いますか、基準というか、そういったものが必要だということが示さ

れたと。それで、そうしたようなことを日本における地層処分の技術の信頼性を高めるためには、

そういったことも取り入れていかなければならないと、そういう考え方というのが、フィンラン

ドでそういうのが示されたので、それを日本でも考えていかなければならないということで、示

されたお話だということで我々は理解しております。 

あと、オンカロのお話ですか。見学のお話なのですが、ちょっと私どもの方で、その方達への

ちょっと知る手立てがないというのが正直なところでして、ここはお答えできない状況でござい

ます。 

 

（質問者） 

ちょっと今のことで。フィンランドの、その何ですか、報告に対する何とかってありますけど、

全く土俵が違う。まったく地盤も違うところで出たそういう結果と、それから幌延で、いま日本

でやろうとしていることというのが、本当、共通地盤があれば、そうですかって思うのですけど
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も、ちょっと何かこじつけみたいなところが、全然理解できません、やっぱり。 

 

（北海道 佐藤室長） 

地質関係とかそういうお話に限らず、限らないお話として、そういうフィンランドでの、一定

のこういう安全性のためにはここまでの信頼性を持たなければならないとかそういったようなお

話について、フィンランドで出たお話の中で、日本の中で考えていかなきゃならないということ

があるというふうな理解。 

 

（質問者） 

地盤、地盤同じ。できないでしょ。 

 

（北海道 佐藤室長） 

例えば、人工バリアの緩衝材とか埋戻材ですとか、そういったようなものとかの、確実性を高

めるだとか。あと地盤にも、左右される部分があるかもしれませんけれども技術的には同じよう

に解決してかなきゃなんないような部分、そういったような部分があるというふうに認識してお

ります。 

 

（質問者） 

もう一つ忘れていました。世界中でね、地層処分が趨勢だとさっき仰いましたけど、むしろ反

対でどんどん撤退している国が多いと私はインターネットかなんかで読んだりしていますけども。

そんなにたくさんの国があるのですか。地層処分に、まだ続けようという国が。 

 

（北海道 倉本部長） 

地層処分以外の方法で、最終処分をするということを決定した国はまだないというふうに、理

解しています。多くの国は、地層処分が現実的な方法だということで、そういう方針を掲げてい

る国は原子力発電所持っている国の中では大多数だというふうに聞いております。ただ、実際に

その処分場を決めるということについては、アメリカなんかは、ある程度、途中、一定の段階ま

で、一定の時期まで候補地があがったのですが、それが、最終的に合意が得られずに、白紙に戻

っているとか、そういう話はございます。いわゆる処分地が決まっているかということであれば、

フィンランドは着工されているのと、スウェーデンで今それに向けての取り組みが進んでいると

いうことでございます。最終処分の方法として、現在、地層処分以外に、こういう方法でいくと

いうことを選択した国はないということが我々の理解でございます。 

 

（司会） 

はい。それでは、次の方。 

 

（質問者） 

今の話を聞いていますと、何か役所の会議の延長のような感じに聞こえちゃいますよね。それ

で、道民の声等への対応って書いて、道民の声って書いていますね。だけど、今伺った説明では、

道民の声っていうのはね、全然対応していませんよね。ただ道民がこういうふうに叫んでいます

よと、それしか聞こえないのですよ。道がね、我々の声を聞いて、こうなりますっていうお話で

あれば、我々も納得しますよ。だけど、今の話はね、道民がこう言っています、こう言っていま

すっていう、道民のしゃべりだけでね、対応していますよね。いかにも役所仕事になっちゃって

いる。道民が本当に心配してね、こういうふうにしたらどうかって言っている提案をね、結局、

役所仕事で片付けられたら、これはね、たまったものじゃないですよ。責任ないのですよ役所な
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んて、はっきり言って。一万年も二万年も後の話をしたらね、誰が責任取れっていうことになり

ます。だからやっぱり、一致協力してね、やらないと、北海道もよくならないし、建設的な意見

にならないと思うのですよね。だからその辺も踏まえていただいて、まあ役所の役割あると思い

ますから、我々だってあまり無理言うつもりはないのですけども、我々の代弁者としてやってい

ただくのであれば、何かその辺がちょっと欠けているような気がしますよね。だからもっと力強

くやってもらいたいと思うのですね。それと、第三者委員会（三者協定）ありますよね。これは

三者とも同一権利があるのですか。例えば、三人で契約したとして、1人が俺やめたと、言った

場合に、残りの２人で決めるってことになるわけですか。それとも、国と幌延市と、道ですか。

今三つ出てきていますけど、結局、力関係ってどこが一番強いのですか。そういうふうに認識し

て進めているのですかそれは。だから幌延と国がオーケーって言ったら、２対１で道の意見は省

かれますよね。そんな形態でいいのですかね。その辺何かちゃんと考えて進めていただいている

のかしら。以上です。 

 

（北海道 倉本部長） 

まず道民の声のしっかり代弁者となって対応すべきだというご指摘とご意見だと思いますが、

先ほどの資料２のところに道の対応、今回の判断に至った経過、考え方を整理させていただいて

おります。その中の１ページのところ「３ 道民の声と対応」（１）の「道民の声」のところに、

本当に一番多かったところを中心にですが、例えば、研究期間 20年程度ということが、当初の

計画だった。それを無視しており認めることができないというご意見。それから、この延長を認

めると、最終的には処分場になる可能性があるじゃないかというご意見。それから、今回の申し

入れに終了期限が示されていないということ。それから、研究は順調としながらも突然の延長で

あり、信用できないというご意見などがあったところであります。それに対して、個々のご質問、

ご意見ご質問についての、道の考え方もしくは確認会議で確認した内容等については別途資料、

参考資料の方で、参考資料２から６まで、お付けしておりますが、この資料２の２ページ目の、

「（２）道民の声等への対応」のとこに書いてございます。そういった、まず、20年程度とい

うその当初計画が 20 年程度だったわけだから、これを無視するのが、認められないのではない

かっていうご意見は非常に多くあったわけであります。それについては先ほどちょっと申し上げ

ましたが、これを本来しっかりと研究の主体である機構が、当初計画に責任を持って進める必要

が当然あるというふうに思っておりますけれども、一方で、先ほど申したような経過の中で、今

後さらに研究しようと、続ける必要がある研究が残っているということで、改めて協議があった

という、この協議を受けること自身については三者協定の中に規定されておることでございます

ので、我々としては、それはお受けをするしかないのかなということで対応したわけです。ただ

一方で、一番の大きな、根源は、研究期間が明確じゃないことや、その結果、ずるずるとなし崩

し的に最終処分場になってしまうのではないかなというふうなご懸念が一番のベースとしてあっ

たということでございますので、（２）の「道民の声等への対応」の中にございますけども、研

究期間が９年間であることを明らかにした。それから、この期間を通じて必要な成果を得て研究

を終了できるようしっかり取り組むということ、あるいは、今後の工程が問題ですとか、あるい

はこれまでのように、単に計画、あるいは実績を聞くだけではなくて、評価についてもしっかり

と説明をしてもらう。それから道としても、今後、確認会議を継続して開催して、専門家のアド

バイスも受けながら、その状況をしっかりと見ていくと、いうことで、道民の皆様の不安ご懸念

が、要は最終処分場になってしまうというようなことが現実に起こらないと、いうことについて

は、そういうふうになってしまうということについては防げると、いうふうに判断、考えた上で

今回の受け入れの判断をしたということでございます。引き続き、今回、本日のことも含めてで

すけれども、様々な機会で、道民の方々からお伺いした意見については、我々それぞれ受けとめ

させていただいて、確認会議の中で確認する、或いは機構に対して求めるなど、対応を引き続き
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やっていきたいと思っております。 

それから三者協定の中での力関係っていうか、お話ですけれども、三者協定はあくまで三者の

協定ですので、どの一者がそれに対して反対っていうことであれば、多分その協定上はそれを認

めなければいけないものだと思いますので、２対１、１対２ということなのかどちらかですけれ

ども、その場合には、三者が合意する。或いは三者協定に関して、それが不履行だというふうな、

不履行でない履行されていることについて三者が一致して確認し、合意しなければ協定としては、

違反と言うことになるのではないかと考えております。 

 

（司会事） 

 次の方。 

 

（質問者） 

質問させていただきます。いただいている資料なのですけれども、まず、９月からのいくつか

の道民の皆様からの質問や疑問などについてというものと、あと 11 月からの同様に、いろいろ

な意見に対する意見についての回答っていうものを、この様にご準備いただいたことを感謝いた

します。この中を見せていただくと、ほとんどの回答が同じ回答をコピペして、回答されている

ように見えます。前回と今回と、ほとんどが同じです。そして内容、質問内容についても賛成に

ついても反対についても、同じ回答をされています。また、質問内容が非常に長いものに関して

もこれ回答っていえるのでしょうか。一つ一つの質問に対する返答にはまるでなっていないかの

ように、私にはうかがえるのですけれども、そちらについてまずお伺いしたいです。これは一体

どなたが回答されているのでしょうか。そしてもう一つはこの回答、募集についてですけれども、

この方法について私は知識がないものですから教えていただきたいのですけれども、どの様に皆

さんは募集をかけたのか、その方法について具体的に何を用いて私たちに、募集を投げかけてく

ださったのかも知りたいです。道民の皆様と言うからには、少なくとも有権者が判断するような

チャンスを全員が与えられているのでしょうか。関心がある人だけが、この項目を見つけ出した。

その様な受け身な対応なのであれば、それは道民の皆様に対する回答にはならないのではないか

と私は思います。その辺の方法論について、また、このほとんど同じ回答されているコピペです

けれども、コピペと言って差し支えないと思います、ほぼ完全に一字一句一致していますので、

研究が三者協定に則っとり計画に即して進められているかについて確認し、その結果を公表して

参ります。この公表についても公表方法について具体的にどういった経路で、どこまでに浸透す

るものなのか、その方法論について教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

失礼いたしました、先ほど回答が 500 件ということですけれども、大抵いろんな調査をする時

の返答は、おそらく総人口の割合の何割っていうことが、ある程度その意見の妥当性というもの

を決める上で必要かと思います。テレビの普通のコメディとかでもですね、街かど調査で最低千

件のものを得なければその調査の妥当性っていうのはないみたいなことをよくテレビで言ってい

ますけれども、この 500 件の回答がすべて道の道民の答えというふうに皆さんがとらえているの

か、それともそれは調査不足というふうに皆様がお考えなのか、この点についてもお答えくださ

い。 

 

（北海道 倉本部長） 

お答えをしたいと思います。まず、意見に関する回答でございますけれども、また誰が決めた

のかということです。今回も非常に数も多かったわけですけれども、主な意見、ご意見の趣旨に

関しての道としての考え方の基本方針というものをまず整理をさせていただきました。これにつ

いては、まず原案を我々担当部局で作るわけですが、道の幹部、知事を含めて、幹部の中でその

方針について決定をまずすると。それに基づきまして、ご質問についても、同様の趣旨のものは
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結構あったこともあります。それから、これは我々の解釈っていうのか読解力の不足部分があろ

うかと思いますけども、非常に長いご質問、ご意見ご質問がありますので、その中でなかなかど

の部分に質問或いはご意見の趣旨が置かれているのかがちょっと解りかねない。解りかねたとこ

ろもあって、それらの中には、意図とすれ違っているものもあろうかと思いますけども、あるか

もしれませんが、いずれにしましてもその趣旨をそれぞれ踏まえた上で、基本方針を作った上で

それに基づいて、それぞれ検討させていただいているっていうことでございます。それから意見

募集については、まず説明会を、前回の確認結果についてさせていただきましたが、その中で出

た意見については、それがまずご意見ということで受けています。それから、募集については、

先ず新聞報道、マスコミ等に先ず新聞とかテレビなどの方にも力をお借りしたのですが、道が質

問をまず今回申し入れに関しての質問や疑問を募集していくこと。それから確認結果に関しての

意見等を募集していることを、報道等を通じてお知らせしながら、一方でホームページに掲載を

させていただきまして、ご意見を募集したと、やり方としては、郵送でもメールでも、あるいは

直接ご持参いただいた方もいらっしゃいます。そういった形で、受付け募集をさせていただきま

した。それから 500 件の回答が量としてどうなのかということですけれども、なかなか件数で、

そこは推し量ることは、500 件では不十分で千件なら妥当なのかというのは、統計的な処理をす

る場合には、いろんな基準があるかもしれませんが、我々としてはその数の問題以上にどのよう

なご意見があるのかというのが、中身の問題も含めて考えたいと思っておりましたので、その件

数が量的にどうなのかについてはお答えしかねる状況であります。ただ、我々としては、判断す

るにあたっては道民の方々の先ほど申し上げたご意見のほか道議会の議論ですとか、地元幌延町

の意向も踏まえて、先ほど申し上げたような判断をさしていただいたってことです。それから確

認報告の確認会議の結果の公表については、やり方については今後検討させていただきたいと思

っています。ホームページ等々もちろん活用するというふうに考えておりますけども、まずは確

認会議そのものもオープン、公開で行っていきたいと思っておりますし、公表については今後、

手法について検討した上で対応していきたいと思います。 

 

（司会） 

関連でしょうか。 

 

（質問者） 

はい。1000 件か 500 件かという問題ではなくて中身が大事ということであれば、このコピペ

の回答はないのではないかなと。私は思います。そしてやはりその周知の方法について、もう少

し積極的であるべきではないかという意見をここでお伝えさせていただきます。新聞或いはテレ

ビ、インターネットといいますけれども、すべてそれはアクセスする人、新聞を買っている人、

また或いは見ている人、その人の行動がなければ気づきませんし、そういう意味では、知らせて

おりますよと言っても、それ調べているということにはならないのではないでしょうか。 

 

（北海道 倉本部長） 

周知については、これは我々も常に日頃から様々な課題について、ご指摘も受けておりますし、

そのより良い方法を考えなきゃいけないというふうに思っております。今回、広く意見を募った

つもりではありますし、今後も引き続きご意見を参考にさせていただきながら対応していきたい

ということについては変わりないところであります。 

 

（司会） 

今の関連でしょうか。どうぞ。 
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（質問者） 

いただいた資料５のですね。確認会議で確認できた主な内容。その２ページ目、下から三段の

文章についてご質問したいと思います。技術基盤の整備の完了とは、原子力研究開発機構が、そ

の技術の有効性を示された状態でありますので、もし期間内に示されないとすれば、これは、完

了とはいえないですね。そして２番目の、下から２番目ですけども、この確認は外部専門家によ

り行われるものと想定していると、そうすると、有効性が示されないで、外部専門委員会でも確

認ができない状況があるということが想定されます。そして、最後の段落では、仮に基盤の整備

の完了が確認できず、研究を継続する必要がある場合には、機構は改めて計画変更の協議を申し

入れ、これは、自分たちが有効性を示されないで、外部の評価委員会でも認められないで、そし

て、研究を継続したいと言う場合は、この開発機構が、計画の変更を協議の申し入れることがで

きると読めるわけですね。そして、仮に協議が整わなければ、計画が変更できず、期間内で終了

すると。この逆に読みますと、申し入れをして、協議が整えば、確認できなかった。でもやらな

きゃならない。協議が整わなければ計画は変更出来て、そして期間内で終了しないと。いうふう

に読めます。私の理解が間違っているか正しいかご確認をお願いします。 

 

（北海道 倉本部長） 

資料５については確認会議で、今回の申し出の内容を、どういうことがここで言われているの

かということを、明確にするために行ったものであります。今ご指摘あった逆の見方ということ

で、論理的にはそういうことだと思いますので、我々はそれであれば、今回、道民の方々からい

ただいたご意見の中でも、さらに、延長が続いてですね、最終的にはなし崩し的に処分場になる

のではないかっていう懸念が、やはり、現実のものになりかねないというふうに考えております

ので、この確認会議の後に、そういう確認会議の結果についての説明会或いはそういう意見をい

ただいたことを踏まえまして、先ほどちょっと申しましたけど知事と機構理事長との会談などを

踏まえて、まず機構として、この９年間という期間の中で必要な成果を得て終了するようにしっ

かり取り組むという意思を確認さしていただいた。それから、我々、道としても、今後継続して

確認会議を開催して、協定に則って、計画に即して進められているかをしっかり見ていくという

こと。そういったことによって、基本的には、この研究は９年間の期間で必要な成果を得て終了

するものと受けとめているということで、受入を判断したわけです。従って、再度、９年後に延

長が協議されるっていうことは想定しておりませんけれども、仮に、改めて協議があった場合に

ついては、現在それを認める考えがないということを、これは、知事からも申し上げていますし、

我々も基本的な考えとしてお伝えをしたいと思います。 

 

（司会） 

よろしいでしょうか。それでは一番後ろ方。 

 

（質問者） 

今の前の前の方の質問に対してですね、道はこれからも道民の皆さんの意見を聞いてみたいな

ということを言っていますけど、この参考資料、先ほど質問された方の。200 ページに及んで道

民の意見に対する回答が出でいるのですけれども。間違いなく、同じ回答コピーしていますね。

こういうことをやってあなた方、道民に対して恥ずかしくないのですかね。よくことをやって、

これからも、道民の意見を聞いていくのだって、道民意見言わないですよ、こんな回答されてい

たのでは。しかもですね、これ、12 月の５日に締め切りになって、６日にはもう、北海道知事

は延長容認かという新聞記事出ているわけですよね。道民の声を聞くって、どこで聞いて判断し

たのですか、それで、最終的には 10 日の道議会での表明になっていますけども。この間、554

件に対するね、道民の声をどういうふうに道としては判断したのですか。結論ありき、12月 10
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日の知事発表に合わせたプロセスしか踏んでないですよね。こんなことをやってですね。道民に

対して恥ずかしくないのか、先ほど道は馬鹿にされているっていうという意見もありましたけど

も、道は道民を馬鹿にしているじゃないですかね。こんなことされたらですね、道民意見を募集

しますと言っても、また同じ回答するのであれば、声出しませんよ。この 554 件のうち、その結

論を導いた過程で、賛成の意見が幾ら反対の意見が幾らあったらこれぐらいは掴んでいると思い

ますので、その辺もちょっと公表していただきたいと思います。 

 

（北海道 倉本部長） 

まず、今回の意見について、回答が、同じ回答が並んでいるとのご指摘でございますが、先ほ

どもお答えをした部分と重なりますけれども、今回、募集さしていただきました意見についても、

かなりの数同様の趣旨とも思われる、これは我々の解釈ですけれども、同様のご質問を数多くご

ざいました。基本的には、まず、そういったものを中心に、道としての考え方の基本方針をまず

作り、これを知事以下、幹部の中で協議して、固めたと。それに基づいて、それぞれのご意見に

ついて、回答する文案を作っていったわけであります。あの、恐れ入りますけれどで、我々の解

釈が十分でなかった部分もあるのかもしないと思っております。そういう経過で行っております。

１2月５日に締め切って６日に新聞報道ってことでございました。これは我々も全くびっくりし

たものでありました。変な話、そういうまだ全く決めてない中での報道でしたので、我々として

も、新聞社に対しては抗議をしたところであります。いずれにしても回答いただいたものを先ほ

ど言った形で整理をして、12 月 10 日に判断を表明したわけですが、その時に最終的に道民の

方々の意見、それとそれへの対応方針、それと、これまでの道議会などを踏まえて、さらには、

幌延町の意向を踏まえて、10 日に先ほど申し上げた判断をしたということでございます。それ

から、賛成と反対については、正直申し上げて必ずしも賛成反対っていうふうに解釈しきれない

ご意見も多々ありましたので、賛成か何割、反対が何割というふうにははっきりとは申し上げら

れない状態ですけれども、多くの方が研究の延長によって、処分場になるのではないかっていう

ご懸念の基に出された意見、反対だということも含めて、そういった方々のご意見が非常に多か

ったっていうふうに認識しておりますし、それに対して道として、そのご懸念不安がですね、現

実のものにならないようになるのかとか、ならないようにできるかどうかっていう観点で、検証

した結果、最終処分場になし崩しになることについては、少なくても防ぐことが出来るという判

断において、先ほど申し上げたとおり受入を表明したということでございます。 

 

（司会） 

それでは次に、真ん中の女性。 

 

（質問者） 

私の方からも何点か質問させていただきたいと思います。私も今回の研究期間延長というもの

がなし崩し的に、今後、幌延や北海道が核のゴミ捨て場になるのではないかという強い、強い危

機感を持って、今回のこの説明会にも参加させていただいているところです。先ほどからのお話

を聞く中では、私たち道民の命や環境守るという、そういう責務のある北海道知事の姿勢や、道

の職員の皆さん今のお話の中で、そういう気持ちを感じることができないお話ばかりが続いてい

ます。今回の８月２日に、研究期間延長という話が原子力機構からあり、12 月５日までにいろ

んな道民の意見を聞いたと。そしてその５日後に、知事は容認をしたという、これは拙速な判断

以外に何があるでしょうか。やっぱり結論ありきではないかという強いそういう懸念を感じるも

のです。今回の確認会議も、先ほどから話の中に出ているように、私も傍聴させていただきまし

たけれども、申し訳ないのですけれども、その分野で、やっぱり、この原子力機構が研究したこ

とに対する擁護のそういう発言の方が多かったですし、今、反対の声を、北海道の方ではしっか
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り受けとめていると言われますけれども、本当にそれがそうなのかという疑いの方が強いという

のが現状のところです。それで、質問ですけれども、三者協定は、20 年程度で埋め戻しをする

という、そういうものの中で、協定を結んできているものですから、やっぱりこれは協定違反に

ほかならないと思います。この三者協定に基づいて、これからもそれを守っていく重視していく、

認識があるということなのですけれども、同じ事を繰り返さないために、簡単に言うと、確認と

公表をしていくというものです。しかし、これが守られる、９年で終わるというのは、最初の方

に質問された方もおっしゃっていましたけど、どこかにしっかり明記をして、私たちがそれを見

るという担保のあるものでない限り、私たちは信用することができません。それでどうして明記

に至らなかったのか。この問題はすごく重要で、確認すべき重要なところだと、倉本さん最初に

おっしゃいましたけれども、大事と思っているだったらどうして明記ということをしなかったの

か。行政の方だったらその書くということの意味を十分おわかりだと思います。それをなぜしな

かったのか、それが１点です。それから、この説明会をしておられるけれどもまた最初の方に質

問された方もおっしゃっていましたけれども、市民に報告だけをするのではなくて、意見を聞く

というのであれば、この間にそういった時間をなぜとらなかったのか、そしてそれをとるには北

海道は広いですから。こんな短期間では時間が足りないし、やっぱり拙速ということを言わざる

をえないと思います。どうしてそういう、ステップを踏まなかったのか。倉本さんは拙速ではな

い。必要なステップを踏んできたと考えてきたとおっしゃったけれども、そこのことの一番大事

なことをしなかったのはなぜか。それが、二つ目です。それから三つ目は、今回の説明会は４ヶ

所ということでありますけれども、原子力機構との最終的な延長の受け入れの合意、それはもう

済んでいるから報告をしているのか、最終的な合意の決定っていうのは、いつ誰がどこでどうい

うふうにすることが、最終的な決定になるのか。そして、このような意見の説明会の中で、反対

の声や懸念の声というのは払拭することができていないというのを、十分、倉本さんも今日説明

してくださっている皆さんのお感じだと思います。それをなくすためには、撤回しかないと思う

のですけれども、こういうような意見をしっかり踏まえた上でのそういう判断というのをどうい

うふうに考えておられるのかということをまず伺います。 

 

（北海道 倉本部長） 

まず、９年間で終了するということを明記させなかったということでございます。まず我々と

してはこの確認会議それから知事と理事長との面談の中で、幾つかのことを明らかにしてきたつ

もりであります。特に、９年間ということでいけばまず研究期間というのは、この令和２年度以

降の９年間であるということ。それからその期間で、必要な成果を得て研究終了にしっかり取り

組むということを、そのコメントを確認しております。こういったことについては、確認会議の

アウトプットはもとよりでありますけども、理事長と知事との会談については議事録を作成して

三者確認の上、公表させていただいております。これは非常に意味のあることだというふうに思

っております。それから、今後も確認会議を継続して開催をして研究の実施状況についてですね、

協定履行についてですけれども計画に即して、しっかり進められているについて、我々もしっか

りと内容を確認していくというふうなことをやっていくということを通じまして、この期間で必

要な成果を得て研究を終了することができるというふうに受けとめております。それから、説明

をしたいというだけではなくて、その意見を聞く場を設けることしなかったのはなぜかというこ

とでございます。我々としては様々な幾つかの機会、それから様々な方法で、ご意見を募集する、

或いは、説明会という形では、名前ではございましたけれども、確認会議の結果を受けて、様々

なご意見を伺って参りましたそういうことを踏まえて、今回の判断を行ったということでござい

ます。それから、最終的な決定はいつ誰がどうするのかということですが、これについては冒頭

で佐藤室長から話をさせていただきましたが資料２にあるような、研究に関する基本認識、それ

から、確認会議での申し出の内容の精査、それ道民の皆様の声とそれに対応をどのようにしてい
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くか、それと幌延町の意向、議会議論といったことを踏まえて、先ほど申し上げたように、この

研究について三者協定に則っており、９年間の研究期間の必要な成果を得て研究を終了しても受

けとめて、これを受けることとするという判断を決めたところであります。今後、文書で計画案

を受け取っておりますので、原子力機構に対して文書で回答をすることになりますけども、道と

しての判断は先ほど申し上げたことを、議会で表明したということでございます。不安をなくす

ためには撤回しかないということでございますが、我々としては不安というものは、今、最初に

ご発言ございますけどもなし崩し的に処分場になるのではないかという懸念不安が現実になるっ

てことは防げると考えておりますけれども、依然として研究が行われている間は完全に不安を確

かに払拭するっていうことはなかなか難しいこともしっかり理解しておりますので、そういう不

安懸念をできるだけ少なくしていく、或いは解消していけるように、我々としては確認会議の中

で、しっかりとその研究の実施状況を確認し、その結果を公表していくというふうに考えており

ます。以上でございます。 

 

（司会） 

はい。今の関連になるでしょうか。 

 

（質問者） 

議事録があるからきちんとした明文化をしていないということですけど、ということは、再延

長しやすいと思わざるを得ません。そこのところには、やはり明記をすることの重要性というの

はしっかり受けとめていただきたいと思います。それから判断を受けると今後原子力機構に伝え

るということですから。まだ最終的には、はっきり。向こうに伝えてないということなので、決

まっているということではないということでよろしいですか。以上です。 

 

（北海道 倉本部長） 

まず一つ目ですが、再延長があるのか。前にもお話をさせていただきましたけども我々として

は、この９年間で必要な成果を得て研究終了するというふうに受けとめておりますし、再度の延

長があるとは想定しておりますけれども、仮に、その再延長協議があった場合については現在認

める考えはないということを申し上げておきたいと思います。それから受け入れについては決定

しているかっていうことであれば道としては決定しております。その決定したことを通知するは

までこれからで、文章は出してないということですけれども、道議会の場で知事として道の判断

を表明しております。それは道として決定したことを表明したということでございます。以上で

ございます。 

 

（司会） 

次の方、それじゃ、奥の眼鏡をかけた男性の方ですね。はい。 

 

（質問者） 

一つまず、今回、確認会議９月からでしたか開催した根拠として協定書第７条、これに則って

開催したということですが間違いないでしょうか。まずこれを伺います。 

 

（北海道 佐藤室長） 

確認会議についてはご指摘のとおり第７条に基づいてといいますか、第７条で協議の変更の申

し入れがあって、実際に確認会議は 14 条でやっています。７条は協議の変更というとこです。 
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（質問者） 

７条の変更のところで、この協定書に対しての確認書っていうのがありますけれども、第７条

については、本協議は深地層の研究所は最終処分場、または中間貯蔵施設に転用されないことを

確認するために行うものでありっていうふうになっているのですよね。このように読めば、これ

はそもそも確認会議をしたこと自体が間違いだったのではないでしょうか。７条でこういうふう

に深地層ですね、研究所が最終処分場または中間貯蔵施設に転用されないことを確認するってい

うことであれば最初から機構側それはしませんと。研究内容の変更ではありませんっていうふう

にも確認会議の場でも言っていたと思うのですよね。なので、この延長とは全く関係のない話で

７条を持ち出したではないかというふうに思うのですが、如何でしょうか。 

 

（北海道 倉本部長） 

今、佐藤からお話したと思いますが、確認会議の開催の根拠は１４条でありまして確認会議の

中で申し入れの内容精査した結果、今回の申し入れ自体は、その７条に規定する計画内容変更の

協議に当たるということを確認したってことであります。あくまで確認会議を行った中で今回は

具体的にいうと今回申し入れがあった内容が当初計画の範囲以内であるのかどうか、それから引

き続き研究必要だと言われているその必要性と実際にその今回やろうとしている内容が合致して

いるかの妥当性ですとか、そういったことを確認会議の中でも確認し、さらに、その確認会議の

結果を受けて行った説明会、或いはその後の道民の皆様からのご意見を踏まえて、知事と理事長

との会談などを通じて、そして皆さんの不安懸念が現実のもとしないということが可能であると

いう判断の考え方の基に今回の判断を行ったということでございます。 

 

（質問者） 

なんかちょっと分かるような、分かんないようなっていう感じで、正直、研究延長 20 年って

いうのと、今回、機構側に言っていますけれども中間貯蔵施設とかですねそういったものにしな

いんだということを、今回の研究案のところに追加させたっていうところで、ごっちゃにして、

どうも何かよくわかんないような議論に私達巻き込まれているような気がしてならないんですよ

ね。なので、ちゃんと分けて、何度も部長さんもおっしゃっていますけれども、その中間貯蔵施

設、最終処分場にしないと、そんなことは当たり前の話であって、この 20 年の約束っていうの

をね、どう考えて、知事は発言したのかというところはやっぱりちゃんと明らかにすべきだと思

います。じゃないと、いつまでも同じ議論が延々と続いてしまいますので、この 20年っていう

ところ、やっぱりちゃんと北海道としても理解して私たちに説明して欲しいと思います。 

 

（北海道 倉本部長） 

まず今のご指摘の当初計画の中で 20 年という期間についてどのように考えるかということ、

と思いますが、まず、この幌延深地層研究計画というのは、当初の計画を受けるにあたって、最

終処分場にされてしまうのではないかというような、非常に強い不安が飛びかう中で、三者協定

を担保として、この 20年っていう期間の当初計画を受けたという経過がございます。従いまし

て、実施主体である原子力機構は、これに、当初計画に沿って、計画を研究する責任があるとい

うのは当然前提にあるということだろう思います。こうした中で、今回、先ほど来お話が出てお

りますけども、様々な評価などを踏まえて、引き続き研究が必要になったということで申し出が

あったわけですがこれは確かに突然されたということについては、道民の皆さんに対する信頼を

損ないかねないというように我々も考えておりますし、それに関しては、先般知事が機構の理事

長と面談した際に、機構の理事長に対してこうした毎年研究は順調としていながら、当初計画で

20 年程度と設定した研究期間について突然の延長を申し入れたということは、道民の不安や懸

念は強くあるのだということを、知事からも理事長に指摘をし、知事から信頼を重視することと、
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積極的な情報公開これを改めて求めたということであります。我々としては、今回の申出自身は

確認会議の中で精査した結果、協議の対象ではあると、７条基づく事前協議の対象であるという

ことは確認しましたけれどもこの間の経過ですとか、或いは対応については、非常に道民の信頼

を損ないかねないものであったということを認識しておりますしそういったことを伝えた。また、

この知事と理事長の面談の中では、改めて研究に対する機構の責任意識を確認する。或いは、こ

れまでは実績だけの報告によっていたわけですが、外部の評価についてもしっかりとオープンに

していくと、それから、工程表を整理して、今後わかりやすく進捗状況を説明していくというこ

ともしっかりと求めたというふうなことを踏まえて、最終的な判断を行ったということでござい

ます。 

 

（司会） 

次の方、皆さん２度目でしょうか。こちらの女性。 

 

（質問者） 

あの、知事の判断とか 12 月５日から 10日くらいの流れを見ていくと、12 月５日に道新にと

ても大きな特集の記事が載りました。歴代の知事の方々にお話を聞いて、幌延問題どういう認識

であったかという、当時のことを聞いたものと、あと、識者の方にお話を聞いたものが、３分の

２ページぐらいを割いて大きく取り上げられていました。知事も担当課の皆様もきっとお読みに

なったのではないかと思います。そして、次の日にパブコメが締め切られたと記憶しています。

７日にびっくりされたっていう話になっていた容認へという報道が道新一面に出て、そして 12

月 10 日、知事は何を言うのだろうと私はとても注目していましたら、あっさりと道議会知事総

括質疑で延長容認されております。知事はこの延長計画を認めることで、北海道の将来にどのよ

うな影響を与えようとしておられるのか、ご存知の範囲でお答えいただければと思います。 

 

（北海道 倉本部長） 

今回の判断に当たって、知事として北海道の将来どのように影響があるのかと考えているのか

ということであります。最終的に判断するにいたっては、当然我々担当部署である我々と、それ

から知事、副知事とも、先ほど申し上げたような、これまでの経過も含めて、それぞれ点検した

上で、最終的な判断をしたわけでありますけれども、それに際して、一番重要であるっていうこ

ととしては、なし崩し的に最終処分場にされてしまうということについては、絶対にあってはな

らないことだというふうに考えております。今回のいろんな確認会議での確認事項や、それから、

知事が直接機構理事長に真意を伺ったということを通じて、我々としては今回の計画の延長があ

ったとしても、そうしたなし崩し的な最終処分場にするという事態については防ぐことができる

ということについては、確信をしております。 

一方で、これも最初申し上げましたけれども、高レベル放射性廃棄物、特定放射性廃棄物に関

する処分方法の研究自体は、やはりこれはどのような形になるか、様々あるかもしれませんが、

その研究自体が必要だっていうことは、我々、長期的な認識として持っておりますので、ただし

それが、幌延で行われるということである場合には、この受け入れの経過からして、最終的に処

分場にしないための担保措置として、三者協定が結ばれたわけですので、この三者協定を大前提

として今後も行われなきゃならない、というふうに考えておりますし、道の将来、中でも今申し

上げたように、最終処分場にしないと、させないということについて、今回、研究計画の延長を

認めたとしても、それは防げるという観点で判断をしたということになります。 

 

（質問者） 

では、再質問というよりも、今の答えを受けて、意見を１点だけ言って終わります。それであ
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れば、なぜ、本当に改定の時に、研究計画案に、期間を明記してもらえなかったのか、そういう

ふうではなくて、これだけ道民の不安の声や、疑問とか、たくさん上がってきている中で、いろ

いろな検討されたかとは思います。そしてやりとりの内容を今日資料でいただきましたので後で

ゆっくり読ませていただこうと思っておりますが、道民の意見を代弁してくださるのは道です。

道しかないのですね。幌延町は、幌延地元のいろいろな経済のこともありますし、強く言えない

っていうこともあるでしょうけれども、道が道民の意見を代弁してくださらなかったら一体どこ

が機構へ、私たちの不安や疑問、そして 20 年という約束を守ってもらえなかったという不信、

そういうものを伝えてくださるのでしょうか。とても、これからのことも心配ですし、怒りもあ

りますけれども、どうぞその点に重々留意して機構との対峙をしていただきたいと思います。以

上です。 

 

（司会） 

ありがとうございました。次の方、その後ろの女性。 

 

（質問者） 

はい、ありがとうございます。最初に質問された方がおっしゃっていますが、この説明会の開

催方法、バランスをとってというお話でしたが、一見してバランスがとれていないと思います。

意見のあった釧路から意見もありますが、そこでの説明会も行われていません。それと同様に、

延長の撤回を、議会決議された自治体があります。その自治体の中での説明会もありません。こ

れは道民の意見を聞く、道民に広く意見を求めるということで言えば、不都合だと思っておりま

す。ぜひ、今週だけではなく、来週その次ですね、開催、広めてください。これについての回答

をお願いいたします。 

 

（北海道 倉本部長） 

説明会については、これではバランスを取れてないではないかというご指摘でありますが、

我々としては先ほど申し上げた考え方で、札幌及び幌延町のみならず、道東、道南での開催を行

うということで、今回、開かせていただいているところであります。引き続き、今後も様々なご

意見は、当然、我々伺っていきますし、説明会の開催ということについては現在予定はしており

ませんけれども、いただいたご意見を今後の対応、とりわけ確認会議での確認、或いは機構への

働きかけ、申し入れということの中で、しっかりと生かして、いくことによりまして、今日いろ

いろと出ております、道民の皆さんの不安、懸念、これを解消していけるように取り組んでいき

たいというふうに考えております。 

 

（司会） 

はいどうぞ。 

 

（質問者） 

道としての姿勢としては、やはり自治体が議会決議されて、反対の撤回の意見を出されたとこ

ろ、そこにまず行って説明されるのが道義だと思います。全道的になっては、やはり道民への説

明はできたとは思いません。期間延長ですね、説明会での期間延長と、まず、開催場所の拡大で

すね、それを希望します。 

 

（北海道 倉本部長） 

道内の市町村議会での意見書の可決っていうのが、いくつか、我々、実は、道に対して、提出

を受けてないものがありますので、口頭、或いは間接的に確認したものということも含めてです
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けれども 4市と町で行われていると、受けとめています。基本的にはいずれも国への意見提出の

形式ですので、直接の我々からの回答云々ってことにはならないのかもしれませんが、まず、説

明会とは別に、幌延町周辺自治体に対しては、説明をする場を持とうと思っております。それか

ら、その他の市、町については直接道に送られてないのもありますので、あれですけども、やり

方がどうするかというのはありますがそれぞれの自治体に個別に説明するということについては

今後考えていきたいと思っております。 

説明会ではなくてそれぞれの自治体に対して、道の考えを改めてお伝えするということについ

ては、行っていきたいと思います。意見書の出た自治体については、先方の道庁に送られてきて

ないものですので、正式にご回答ということは、何のことかわかりませんけれども、それぞれに

ついて我々が知っている限りについては、道の対応について、こういうこと、こういうふうに経

過したということについては個別にお話を自治体とするということは今後考えていきたいと思っ

ております。 

 

（司会） 

はい。それでは次の方ですか。こちらの女性。 

 

（質問者） 

座ったままで失礼します。資料２点、資料５の２ページ目の真ん中ほどに、三つ目の白丸で、

研究終了までの工程とその後の埋め戻しについてということで、機構が第３期中長期計画の中で、

平成 31 年度末までには、研究終了までの工程やその後の埋め戻しについて決定するとしている

ことについては、今回盛り込んだみたいなことを表明しているのですが、これ決定していたので

すか年度末まで。なぜ質問するかっていうと、資料４の、１ページ目の真ん中ほどで、第３期中

長期計画の平成 33 年度までにどうとか、それはともかく、研究開発の進捗状況と外部専門家に

よる評価等により確認することとし、その上で平成 31 年度末までに、研究終了までの工程やそ

の埋め戻しまでについて決定することとしましたと、今回、新しい計画案にも触れていて、なお

かつ、この資料５の最後の方で３ページ目の下の、一番下から二つ目の白丸の情報公開の、先ほ

ど、なぜこの、あちらからの提案の８月２日の予算もほぼ煮詰まりかけているところで、こんな

急だった時に、あくまで、外部、３月までに外部委員会の評価を行って、その評価への対応を検

討し、今回の案が出てきたのが８月１日だったということで、あったのでしょうか年度末までに

埋め戻すよみたいなことで、もちろん当然でしょうみたいなことで、三者の中で、という感想。

外部の専門家に見せた資料の中では、平成 31 年度末にもちろん埋め戻し計画しましたっていう

ことで、なぜお聞きするのかっていうと、それ、埋戻計画立てないと永遠に、埋め戻し計画無い

からね、みたいな、もちろん終わらないよっていうことでずっとずっとずっと、幌延でボーリン

グしつづけるじゃないかと思って質問しています。以上です。 

 

（北海道 倉本部長） 

ご質問、まず、31 年度末までに、研究終了までの工程、それからその後の埋め戻しというこ

とについて、決定したのか、してないのかっていうことだと思います。31 年度は令和１年度に

なりますので来月再来月３月までが、この期間っていうことになりますけれども、我々もここに

ついて、どういうこと示したかっていうのは、確認会議の中で確認をしてあるのですが、それが

この資料５の２ページを、ご質問の中で触れていただきました、妥当性っていうところの白丸の

三つ目、研究終了までの工程とその後の埋め戻しについてというところで、確認したいくつかの

なかの一つ目の黒ポツのところです。第３期中長期計画では、31年度末までに研究の終了まで

の工程、その埋め戻しまで決定するというふうにしていたのだけど、これは、この、提案申し入

れなった研究計画案で、どうなっているのかっていうのを確認したところで、それが今回の６ペ
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ージのところですけれども、これらの研究課題については、令和２年度以降、第３期第４期の中

長期目標に取りくみますと。その上で、技術等々云々とありますけれども、完了確認できれば、

埋め戻しを行うことを具体的工程と示します。非常に解りにくかったところなので、ここは繰り

返し確認会議の中で確認したのですけれども、要するに研究終了までの工程っていうのがいわば、

この令和２年度以降、第３期、第４期中長期目標期間目途に取り組むと。それで、技術基盤の環

境が確認をできれば、確認をすると。その後、確認ができればこの埋戻については、具体的工程

を示すっていうことをもって、埋め戻しについても検討するってことも、解釈だっていうふうに

受けております。我々としては、今ご質問、ご指摘あったように、いつまでも幌延で研究が続け

られるのではないかという懸念があるということもありまして、この研究期間については、どう

いう期間なのかということを、先ほど申し上げておりますが令和２年度以降の９年間であるとい

うことを明確にし、その期間を通じて、必要な成果を得て研究終了できるようしっかり取り組む

と、いうふうにコメントも明らかにさせたということでございます。あわせて道でも確認会議を

今後も継続開催して、そのフォローをしっかりやっていくこと、そういったことを通じて、この

期間内に成果を得て終了できるというふうに受け止めたということでございます。 

 

（司会） 

それでは次の方。真ん中の女性。眼鏡の女性。 

 

（質問者） 

今ちょうど計画案のお話が出ていたので、そこのところなのですけれども、知事と幌延町長が、

原子力機構理事長との話し合いの中で、新しい改定したものを手交して、受け取っていますけれ

ども、ここのところの、６ページのところの、第３期及び第４期中長期目標期間っていうところ

に、どうして期日、期間が書かれていないのかが、普通、計画案では、第４期中長期計画は何年

から何年までって普通書くのが、ごく当たり前のことだと思うのですけれども、ここをきちんと

20 年第３期及び第４期目標期間のところに、しかも令和２年って書かないで、きちんと西暦で

書いて欲しいのですが、2020 年から 28年というふうにきちんと明記してもらうことができない

のでしょうか。 

 

（北海道 倉本部長） 

資料６ページの、第３期、第４期中期目標期間を目途に取り組みますと。この、中長期、第３

期の中長期目標期間は、いつからいつまでなのか、第４期がいつからいつまでなのかが、明らか

でないと、期間が分からないということだろうと思います。そこについては、我々も同様に、こ

れ、原子力機構の目標期間っていうのは、原子力機構の中での言葉なもんですから、第３期はす

でに期間ですので、令和３年度までかなということが決まっているのですが第４期はこれからの

ことなので、こういう書き方をすると、いかようにも第４期が極端な話、例えば 10年の計画な

のか、15年の計画、あるいは５年の計画なのか分からないじゃないかということもあって、確

認会議の中及び、知事と理事長と面談の中でもそこを確認しております。その中で、第３期、第

４期中長期目標期間、すなわち今回の研究期間というのは、令和２年度以降９年間であるという

ことを明らかにしたところでありまして、それは、今後の前提になると考えております。 

 

（司会） 

はい。それでは次の方。こちら側の帽子の男性。 

 

（質問者） 

ちょっと遅れて参加したもので、最初というか、説明の部分聞いてないのであれすけども、お



33

話を聞いていたところ、道の方としては機構側が 20 年で終わらせる責任はあるということはず

っと認識されてやってこられたというようにお聞きしました。20年で終わらせる責任があると

いう状態でありながら、その１年以内になるまで、何も言わずに、急遽言い出すっていうことは、

これは、道民の不安云々じゃなくて、機構側の能力の問題として、疑いを持たなきゃいけないの

ではないかと思うのですね。持たざるを得ないと思います。要するに、９年も延びるような、研

究、やり残しがあるのだったら、その内部の専門家、外部の専門家に対して、当然、内部、専門

家の方がやられているわけですよね。その方々がどうしてそれを発見できなかったのか。外部の

専門家が、改めてそれを評価するまで、それが達成できているのか、できないのか、まるで分か

らないという状況であれば、９年後だって同じことが起こりますので。そういうようなことがど

うして起こってしまったのかということ、まず、原因を究明するのが初め、最初じゃないのか、

それが何を言えば、その先、延長も何も、話は全然進まないのではと思うんですけれども、その

辺の話が全然、聞こえてきてなかったような気がするので、その辺どうお考えなのか、お願いし

ます。 

 

（北海道 倉本部長） 

20 年で、当初計画、責任を持って進めるべきである前提は、我々も、そういう考えというの

はありまして、今のご指摘ご質問は、そうだとして、これまで順調だと言っておきながら、突然

申し入れたということであれば、これは、機構の能力に問題があるのではないかと、外部の評価

で、どう評価されるのかっていうが内部でも分かってないのであれば、今後も、また再度延長っ

ていうものが、生じかねないと。今回、そうした原因がどこにあったのかということを、まず明

らかにすべきじゃないか、ということだというふうにおっしゃったのだと思います。我々、まず

機構の能力がどうかっていうのはちょっとなかなか答えかねるっていうか、我々、全貌把握して

いるわけでないので、お答えできない、しかねる部分でありますけれども、我々としては、この

処分方法の研究自体は、必要だという認識は持っております。その中で、今回、当初計画の期間

を超えて延長をしたいという申し入れがあったことについて、我々、決して当初計画の 20年を

軽く考えているわけでは毛頭なくて、当然その中でしっかり終えるべきだというふうには思って

おりますが、一方で、必要だと言われる部分について、一部まだ終了できてないところ、継続し

なきゃならないという部分について、確認会議の中で、どういった研究項目が、延長が必要かっ

ていうことについては、一方で確認をしたところであります。今後、繰り返さないということで

いけば、我々としても確認会議を今後継続的に開催するということは先ほど申し上げております

けど、その中で、単純なその研究の実績の報告を受けるだけではなくて、それについての評価に

ついても確認をしていくということ。それから、なかなか我々も、十分な専門知識を、持ってな

い部分がありますので、その実績が実際その求めるレベルに、どの程度達しているのかっていう

ことについては、その確認会議の中に専門有識者を交えて、その人たちから見てもらって、いろ

んな指摘やアドバイスをもらいながら、我々としても、機構の報告を元に、その進捗状況ってい

うものをしっかりと確認をしていくということを通じて、なし崩し的な対応にはならないように

ということは、今後もしていきたいというふうに考えております。 

 

（司会） 

よろしいでしょうか。それでは次の方になりますが、２回目になりますが。それでは、前の女

性。 

 

（質問者） 

いずれにしましても、こんな時間まで皆さんお疲れ様です。何点か、極力簡潔に、ご質問させ

ていただきます。これまでの答弁を拝聴していまして、感じたこと、まず一つは、先ほどの青い
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シャツの方の質問に対する、倉本さんと佐藤さんの答弁を伺っていっていると、三者協定の中で

約束を守るべき主体は機構であると。それに対して、その機構のしていることが協定に違反して

いないかを確認するのが、幌延と北海道であると。確認する主体はいるとしても、約束を守らせ

る主体はいないということでよろしいのでしょうか。 

それから確認するということの意味は機構がどういうことを言っていて、それがその中に、最

終処分場にはしないということが担保されるかっていうことを確認するのだと思うのですけど、

それは機構が最終処分場にはしませんよ。核廃棄物を持ち込みませんよと言っていればそうなら

ないというふうにご判断なさるのかということが一点。 

それから、確認会議に招く専門家の選び方について、先ほどからお話伺っていますと優秀な道

職員の方々でも資料を読んでも、細かいところがわからないところがある。だから、それを機構

の言い分を噛み砕いてくれる専門家を選ぶということを、再三に渡って仰ってました。ただ、私

が非常に心配しますのは、物事を正しく判断する上で、不可欠なのは批判的な視点であるという

ことであると思うんですね。ですから、ぜひその地層処分に批判的な専門家を確認会議に、そう

でない専門家の同数入れるべきである。変な数合わせにならないようにできることなら、地層処

分に対して批判的な考えを持っていて、ある程度の勉強をしている市民が推薦するような専門家

を十人程度は入れるべきではないかということを思うのですけれども、今後そのようなことをさ

れる、検討するというようなお言葉は結構です。今後、そのように編成して確認会議を開くとい

うことは、なされるのかということが２点目。 

それから先ほど、倉本さんが、いずれにしても研究は必要ではあるということを再三にわたっ

てこれもおっしゃっているのですけれども、その研究しなければならない研究をなぜ幌延でやら

なければならないのかということが３点目。それから、他にもあるのですけどももう１点で終わ

りにいたします。先ほどから道民のご意見を伺いながら、自治体へのご説明の仕方を今後考えて

いきながらとかいうことをおっしゃっているのですけれども、ご意見を伺うということの意味。

ただ、話を聞いてそれに対して、でもこうこうこういうことがあるから、我々はこうするよとい

うことを言うだけで終わりにするのか、それとも、聞いた話をどうにも道民からこういう場で聞

いた意見を、何がしかでも取り入れて、今後、変更、今決まりかけている方針をなにがしか変更

したり修正したりする可能性があるのかということ。自治体、あ、ごめんなさい。これが３点、

ごめんなさい、４点目ですね。そしたら、ごめんなさい、もう１点だけ。その自治体への説明の

仕方は今後考えていきたいというふうに先ほど倉本さんおっしゃっていたのですけれども、いつ

ごろまでに何をどのように、考えて実践するのか。それを示していただかないと本当に、こうい

う場を設けていただいて皆さんもお疲れだと思うのですけれども、これは対話の場ではないと判

断せざるをえないのですね。ただ決まっていることをトップダウンで言われているだけ。説明と

いう言葉を使いながら、それを言ったことを受け取らせるだけが説明というのでは、道民の意見

は聞かれていないのではないかなという感じがいたします。それについてどのようにお考えなの

か。今後、聞いた意見をどのように、方針に反映してくださるのかということをぜひお伺いした

いです。お願いいたします。 

 

（北海道 倉本部長） 

５点、ご質問ご指摘あったと思います。まず、約束を守らせる主体っていうことですけれども、

協定そのものが三者それぞれこれを履行する。我々も含めて、義務があるということが前提です

けれども、基本的にはこの研究を実施する主体っていうのは原子力機構ですので、研究をこの協

定に即して行う責任が機構にはあると。協定の 15 条には、違反した場合は停止できるっていう

こともあります。我々としてはそういう意味では機構の研究は協定に則って進めていくというこ

とを守ってもらう、守らせる役割が、我々にはあるというふうには理解をしております。 

それから、確認会議での有識者のメンバーでございますけれども、我々地層処分そのものにつ
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いての確認を行うということではなくて、この研究がまず協定に即しているのか、それから、い

わゆる、今回、延長するとなったこの計画案ですけどもこの計画案に即して、それぞれの研究行

為が行われているのか、これを確認するのが確認会議の目的でありますのでそれに、適切なアド

バイスをいただける方を選任していきたいとふうに思っております。 

それから、研究は必要だとしてなぜそれを幌延でやらなきゃならないのか、その理由というこ

とであります。元々、幌延で、これは幌延にセンターを作るということで、この 20年前に、協

議を受け、受け入れたわけですが、その際にはその結果、最終処分場になるのではないかという、

強い不安、懸念がある中での受け入れでしたので三者協定を担保措置として受け入れたという経

過があります。今回の延長については、従ってまず三者協定が履行されるのかっていうのが大前

提でありますけれども、同時に、本当にこのなぜ、延長が必要なのかについても確認会議の中で

もいろいろと報告もしてもらい、専門家のアドバイスももらいながら内容の精査をいたしました

けれども、地下施設、幌延で持っている、元々幌延が地層科学研究と地層処分研究の２つの分野

を持っていたという中で、特に今回、その処分技術の方の研究でそれについてまだやるべきこと

が残っているということでありまして、それは地下施設でなければやはりできないことであろう

ということを、我々としても確認会議の中で確認しましたので、そういうことの中で、今回の判

断をしたという点でございます。それから４番目、お伺いするご意見によって今回知事が、議会

で表明した判断を変更するのかということでございますけども、これは先ほどもお話をさせてい

ただきましたが、様々なご質問を踏まえた確認会議での精査結果それから確認会議の結果を受け

た様々なご意見、それと議会議論、幌延町の意向なども踏まえて、知事として、道議会の場で受

け入れを表明したものでありましてそのこと自体については、変更するということにはならない

というふうに考えています。お伺いしているご意見、今後お伺いするご意見については、今後、

我々が取り組む中で、具体的には、確認会議での確認、或いは機構に求めていくべきこと働きか

けていくべきことの中に反映をして道民の方々の不安、懸念の解消に努めていくということで対

応していきたいというふうに思っております。それから、五つ目で、意見書の提出があった自治

体への説明については、いつまでどのようにやるのかってことですが具体的にまだ決めているわ

けではございませんが、先ほど申しましたように、自治体の意見書については道に対して提出を

されていないものもありますので、個別にそれぞれの自治体とご相談をして、できるだけ早くご

説明をしていきたいというふうに思っております。以上でございます。 

 

（司会） 

はい。 

 

（質問者） 

いただいたお答えに対して、何点かお伺いしたいと思います。まず確認するのは、地層処分そ

のものではなく、協定に即して研究が行われているかに対しての判断を行うためだということな

のですけれども、それにしましても、批判的な視点というのは、その判断を正しく行うためには

重要であると考えます。そのために、ぜひ地層処分に批判的なお考えを持つ専門家の方、それか

ら放射性被ばくについて、科学的に、ご研究されて、批判的な慎重なご意見を持っていらっしゃ

る専門家の方、そういった方を、ぜひ今までお招きになった専門家と同数程度招いていただきた

い。それをぜひ次回の確認会議からやっていただきたい。お願いできますでしょうかということ

が１点。 

それから、その約束守らせる主体は北海道と幌延だけれども、どのように判断するのかという

ことについても、ちょっとお伺いしたと思うのですけど、それについてお答えいただけなかった

ので、機構が計画や話し合いの中で、処分場にはしない、核廃棄物を持ち込まないと言えば、そ

うならないというふうにご判断なさるのか、それともそれ以上の何かを判断基準にされているの
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か。であればその判断基準は何かということもお答えください。 

それから、この説明会の内容によって知事の判断を、今回の計画延長を受け入れるという知事

の判断を変える考えはないというお話だったのですけれども、道民の意見というのはそれだけで

はなくって、確認会議の開き方とか、それから計画に期限の延長はこれ以上認めないということ、

これ以上はしないということを明記させるのか、させないのかといったこと、そういったことの

反映もありうると思うのですけれども、今まで出た意見の中でどれとどれをどのように機構との

話し合いの中で反映していただけるのかということが３点目。 

それからもう一つ、処分技術についての研究は地下施設でなければ行えないから幌延で行うの

だというお話でしたけれども、ならば、そしてその処分技術の研究というのが、おそらく、地層

処分というものがもしできるのであれば安全にしなければならないということで、研究を行って

らっしゃると思うのですけれども、その安全性を確認することに、確認する上で非常に重要であ

る、埋め戻しの後の安全性、埋め戻した後で何か下から湧き上がってきたりしないのかといった

ことについて、見守る期間を設けないのはなぜか。埋戻し技術の確立というのが研究の項目に入

っていないということを、前回の説明会でお伺いしました。でも、本当に安全に処分することが

必要だと思って研究していらっしゃるのであれば、少なくとも、埋めた後、本当は 10 万年ぐら

いの安全性を見届けていただきたいのですけれども、何か地下施設を作ってそれを埋めたあと、

何も不都合が起こらないということを、少なくとも 100 年とか 1000 年とか、見守っていただか

なければ、ちょっと、そのあとの段階に進んではいけないのではないかと思うのですけれどもそ

れをしないのはなぜかっていうことをお伺いします。以上です。 

 

（北海道 倉本部長） 

４点と思いますが、まず、確認会議での専門有識者のメンバー選定について、地層処分に批判

的なお考えを持つ方、慎重な方を、これまでと同数、次回の会議で選んでやるべきだというご指

摘だと思います。我々、改めて有識専門者については今人選をこれからやろうと思っております

けども、それについて先ほどお答えしたことと重なりますけども、協定に則って、計画に即して

進められているか、これを確認していく中で、適切なアドバイスをいただける方、これを前回行

ったメンバーに、先ほど言ったようなコミュニケーションですとか社会科学的な分野の方も、加

えながらやっていきたいと次回の会議では、そういうメンバーも加えてやっていきたいと考えて

おります。 

それから２点目。機構が処分場にしないというふうに言えば、そうならないと判断するのかと

いうことでございますけども、まさに処分場にしないということの担保措置で設定された協定書

はいろんな項目がございまして、例えば、最終処分場っていうのはある日突然処分場になるわけ

ではないわけでありますが、協定の中にはいわゆる放射性廃棄物を持ち込まない、使用しないっ

ていうふうな持ち込み禁止ですとか、それから処分の実施主体への譲渡・貸与はしないってこと

ですとか、それから埋め戻しを行うこと、或いは毎年度の説明、或いは立ち入り調査、情報公開

といったいくつかの関連する項目がありまして、これらをきちんと履行していくということがさ

れれば、処分場になるっていうことは防ぐことができるというふうに我々は考えておりますので、

機構がしないと言えば、そうならないと判断しているということではありません。協定の各項目

が履行されているかをしっかりと確認をしていきたいというふうに思っております。 

それから、いただいているご意見について、先ほども申し上げましたように、今回、申し出の

あった計画案を受け入れるという判断については既に知事として道として、それを判断し、表明

をさせていただいておりますので、そこについては既に行っておりますが、今後、研究を進めて

いく中での確認会議での確認や機構への申し入れ、働きかけという中で、道民の皆さんの不安、

懸念というものをしっかりと伝えること、申し入れていくことを行っていきたいというふうに思

っております。 
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それから４点目の埋戻しの見守る期間を設けないのか、それに関する研究は行わないのかとい

うことでございますけれども、当初計画の中に、埋め戻しの研究っていう項目が入っておりませ

んので、我々としては、もし仮に埋め戻しの見守る研究ということをやるということになれば、

協定とはまた別の形での議論が必要になるというふうに思っております。 

いずれにしても、埋め戻しの行程は、研究終了後に、工程を最終的に多分検討して明らかにす

ることになると思いますが、その中で、どのような対応をするのかについては検討されていくも

のというふうに考えております。以上でございます。 

 

（質問者） 

お答えいただいたことに関連しまして。 

 

（司会） 

はい。すいませんちょっと長くなっているものですから、他の方が済んでからにしていいただ

けますか。どうぞ。 

 

（質問者） 

定性的な話ですけれども、幌延に使用済み核燃料を保管するというのは国際的に見てありえな

いすね、地下水の問題、軟弱地盤、国際的にはありえないことをあの場所で研究をしているとい

うこと。それで、今までの原子力ムラがやってきたことというのを考えてみますとこれ油断がな

らないと言いますのは、幌延に埋めても大丈夫だという研究をやって、そういう結論を出すよう

に努力をしているように見えます。例えばですね、例えば地下水の影響、堆積岩の影響、これで

また人工バリアシステムなんていってこれで囲んでしまえば安全だとか、或いは腐食試験の妥当

性を確認したとか、物質の移動現象についても評価方法を確立した、或いは堆積岩の自己治癒能

力もあるとか、こういうね、地殻変動に対する堆積岩の治癒能力、こういうことを研究している

ということは、こういうことを、幌延でも安全ですよという結論を出そうとしているとしか思え

ない。おそらく幌延に埋め立てるっていうのは、不可能だと思いますね。その前段階で絶対圧倒

的な科学者の反対があると思います。これ国際的にも明らかで、常識外れのことをやっていると

私は認識しています。それで、ただ、原子力ムラはもう何をやるかわからないところなので、そ

の辺をよくよく道としては心構えを備えて、今後もしっかりと、原子力ムラが何をやってくるか

過去の例を見れば大体明らかですから、その辺も踏まえてしっかりお願いをしたいと、このよう

に思います。これは、要望ですけれども、はい。お答え、何か参考になるようなことがあればお

話いただければと思いますが。質問ではないですから、何か心構えでもあれば。 

 

（北海道 倉本部長） 

我々は、先ほどから申し上げているように、幌延でこれをなし崩し的に処分場にするというこ

とは、何としてもあってはならないことだと思っておりますし、それを阻止するための措置とし

て三者協定もあり、或いは今後は、確認会議の中で、それを逐次やりながらそうしたことになら

ない対応、これは間違いなくやっていきたいと思ってというよりは、やっていくつもりでありま

す。それから幌延に埋めても問題とならないという結論を得ようとしているっていうことでござ

いますが、これは、いろんなことを考える人もいるのかもしれませんが、我々の認識としては、

先ほどあった、地下水の問題等々については地下に処分する際には全国どんな地域でもあり得る

問題であって、そういう意味では、幌延の地下施設で、そういう環境の中で、どう安全に処分す

るためにはどういう技術が必要か、それを研究するというのは幌延で行うって理由としてあると

いうふうなことを確認会議の中でも得ておりますのでそういうことでやっている。あくまで承認

するつもりでやっているということではないというふうに理解をしておりますし、ご指摘のあっ



38

たことについては十分踏まえた上で今後もしていきたいと思っております。 

 

（司会） 

よろしいですか。はい。それでは、はい。２度目の方ですか。 

 

（質問者） 

質問ではないのですけど、要望なのですけども。部長も確認会議を毎年開催すると。それと、

室長が専門家にコミュニケーションを担当するといいますか。放射性もしくは核廃棄物を理解し

た上で、道民の素人の人にもわかりやすく説明できる能力を持ったそういう役目を持った人を今

後入れるつもりであると、人選は部長も言われましたけど、これからだと。だから要望なのです

けど、今日先ほど発言がありました。●●先生が、自分は入りたいということをおっしゃってお

りましたので適任だと思うのですね、道民に、それを地層処分がいいとか悪いとかじゃなくて、

専門用語を素人に分かるように噛み砕いて説明する能力を持っておられて、そういうのに長けて

おられると。ましてそれの実践者であるということで、ぜひ部長もここにおられますので、推薦

したいと思いますので、皆さんも賛同されていますので、検討をお願いいたします。 

 

（北海道 倉本部長） 

具体的な人選については先ほど申し上げたような観点から、適任者を探し確保するため、適任

者を探した上で、道として決定していきたいというふうに思っております。 

 

（質問者） 

答えになっていません。道民に考えを聞く、知らせる、対応、今後やっていくと。それは前回

の反省のことだと最初おっしゃいましたね。最初、確保、そういう対話、機構との橋渡し道の対

応がまずかったとそういう反省があるということで、確認会議をこれからやるのだというお話さ

れましたので、それでコミュニケーションというのも受けていたと、そういう専門用語、機構は

いろいろ提案されると、これができなかったあれができなかった、それを専門用語で上げられる

とそれを聞くのに、今回の確認会議でも何回もそれ行き違いあったのですね。だから、当然その

中で、今、みんなも希望として出していますので、これがもう担保になると思うのですよね。結

局、放射性物質、核廃棄物に対しての確認会議となれば、そこに橋渡しの人が誰かで答え決まっ

てきますよね。コミュニケーションという意味です。これについてですね。もう一度部長答えお

願いします。 

 

（北海道 倉本部長） 

コミュニケーションの分野、コミュニケーションは例えば、例えばっていうかコミュニケーシ

ョンっていう言い方がいいのかどうかわかりませんけど趣旨としては、今ご指摘もあった部分に

もありますけれども、専門用語等、いろんな道民の方々も必ずしも専門用語を理解する方ばかり

でありませんし、逆に道民の意見っていうものが、研究者になかなか伝わらないということもあ

りえるというふうに思いますのでその辺の部分をきちんとつなぐことも確認会議の中でしなきゃ

いけないという観点から、そういう部分をサポートしていただける専門有識者を道として責任を

もって選定をしていきたいというふうに思っております。 

 

（司会） 

それでは、次の方、すいません。初めての方いらっしゃいますか。すいません。 
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（質問者） 

旭川から来ました。この説明会の前に、旭川でも説明会を行えという申し入れがあったと聞き

ます。ただ、それは聞き入れられなかったということがあったそうです。それで、今日ここに僕

が来るか、もしくは明日幌延に行くかしかないのですよね、旭川の人ね。この会議の内容を聞い

ていてもね、旭川の人達ってね、今まで関心持っていろいろとやってきたわけですよね。だから

こそ、いち早く市議会で意見書が出たわけですよね、それは旭川市民の総意でもあるというふう

にとらえてもらわなきゃ困るのですよ。そういう旭川市民が、先ほどから何回も旭川でやれって

いうような話をしているのに全然聞き入れられない。今もこの人達を入れてくださいっていう話

がありましたよね。全然聞き入れられない、曖昧な答えをする。これ、道民の方を向いて答えて

いるのかって言ったら甚だ疑問で仕方がないのですよね。これだけ中身の濃い説明会、旭川帰っ

てしゃべろうと思ったけど、無理です。やっぱり旭川で旭川の人たちに生の声を伝えてもらわな

かったらこの雰囲気伝えられませんので、やっぱり旭川で説明会をして欲しいなというふうに思

います。やっぱり、今話聞いたら、なんかこっち向いてないなっていう感じがします。もう一つ、

道新に対して抗議したって言いましたよね。抗議した直後に知事の表明じゃないですか。ありえ

ない。普通なら抗議したのだったら、ごめんなさい、ぶっちゃけて言うと、僕ならもっと時期を

置いてから表明すると思います。もうそんなことを考えてないから、知事の表明に至ったのでは

ないか。抗議なんていうのは形だけだとしか思えない。やっぱり僕が思うには、こういうことを

払拭するためには、きめ細やかな説明が必要なのです。ぜひ、旭川に来てください。 

 

（北海道 倉本部長） 

説明会の開催については今、これまでも説明をさせていただきましたが、これまで札幌と地元

である幌延町で、前回説明会をさせていただきましたが、広く道民の方々にご説明をするという

ことで、道東、道南を加えて、今回４ヶ所で開催するというふうに考えております。旭川市での

開催というのは考えておりませんが、今後も様々な機会を通じて、ご意見を伺いながら、確認会

議での対応、原子力機構への働きかけなどを行っていきたいというふうに考えております。以上

でございます。 

 

（司会） 

それでは次の方お願いします。 

 

（質問者） 

やっと本題についての発言ができます。この間発言された方と重複は避けたいと思いますけど

も、違う視点での発言等、同じ項目でも発言することについては、お許しをいただければという

ふうに思います。それで道の対応について、ペーパーで本日提出をされております。その中身に

ついて、何点かお尋ね、意見を言いたいと思うのですけども、一つは、１ポツの基本認識の中で、

地層処分が基本ということで触れられております。地層処分の是非について、この場で道とやり

とりをするつもりはありません。この間何名かの方の発言がありました。ただ、違う視点でもの

を言わせていただければと思うのですけども、一つには、特定放射性廃棄物の最終処分に関する

法律が制定されたのは 2000 年５月です。そのときには確かに、国の法律、方針としては、地層

処分ということを基本としておりますが、それから、本当に 2000 年以降、どれだけの地震が起

きているのか、私が改めて言うまでもないと思いますし、これは統計的にも、世界で起きている

マグニチュード６の、地震の 20％が日本近海で起きているというデータもあります。そういう

意味では、火山大国、地震大国の日本では地層処分は現実的なものではない。もっと言えば法律

や政府の方針がそうだからということは理由にならない。今の段階でいけば、憲法に違反する安

保法制ですら、数の力で強行採決をしている。過去には優性保護法などのようなとんでもない法
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律もあったわけですから、現状と合致しない法律や国の政策については、地方分権の時代ですか

ら、北海道としても毅然たる態度で、国などにも意見をしていただきたいというふうに思います。

それから２ポツの中で、一部研究に遅れがあったということが、いわゆる延長の妥当性等で言わ

れておりますが、その一部研究の遅れについて、その研究はいつ行われようとしたどんな研究な

のか、そしてそのことは、北海道はいつお知りになったのか。回答いただきたいと思います。そ

れから先ほどどなたかの発言の中で、北海道の前にお座りの方々は、三者協定に立ち会ったこと

ないとおっしゃっていましたけれども、私は実は 35 年前、幌延町に旧動燃が強行調査を行った

時に、当時は開進地区の原さん宅前での調査でしたけれども、その原さん宅につながる道路での

監視体制に、私は行っていました。そういった立場の者からすれば、今回の延長の問題の争点は、

三者協定に合致するかしないかという問題ではありません。20 年程度でやめるかやめないかと

いうことです。そのことは私が、個人が言っている問題ではありません。先ほどどなたかも言っ

ていた通り、道新でも触れられていた記事の中に、当時の三者協定を締結した堀知事みずからが、

20 年程度は重い、やるのであれば、本当に仕切り直しすべきだと、言っているわけです。先ほ

ど、再延長は今の段階では認める考えはないと仰ってましたが、知事が変われば変わるのですか。

いやいや変わっているのですよ。20 年程度を軽く考えているのですよ。もっと言えば 20年程度

は三者協定に書いていないのですよ。なぜ書いてないか、三者協定の前提だからですよ。だから

三者協定を守るとか守らないレベルの問題なのですよ。そのことを道がしっかりと受けとめてい

ない。そのことを、本当に残念でなりません。それから、この決定の中で触れられている中で、

５ポツで原子力機構に積極的な情報公開等、発言を求めます、というふうに触れられております。

しかし私から言わせれば、今回最大の情報公開をしていないのは北海道です。本来であれば、北

海道として基本的な考えを示して、その上で道民の意見を受けるというのであれば、こういうプ

ロセスで最終的に判断を下すのはわかりますよ。ただ、基本的な考えも示さないで道民からの意

見を受けて決めるのであれば、こんな拙速な決め方はありえない。もっと言えば、結果を公表し

ていくことによって、不安や懸念をできる限り小さくしていけるよう機構に求めると言っていま

したが、今回の道のやり方からすれば、私は、道に対して、不安や懸念が増大しております。そ

れだけ民主的なやり方ではないということです。そのことを、ぜひ、重く受けとめていただきた

いと思います。以上です。 

 

（北海道 倉本部長） 

まず地層処分について、2000 年５月以降の多くの地震等々の中で、現実的ではないというこ

とで、それについて道としても、国に対して、変更を求めるべきじゃないかというご指摘かと思

います。地層処分が今、先ほどお話にありましたようにその法律の中で、地層処分をすることは

決まっておるわけでありますが、当然その様々な研究、或いは知見の中で、今後、様々な政策を

見直していくということは、この地層処分に限らず、あることであろうかと思います。それは国

が責任をもって、国民に対して説明もしなければいけないですし、必要な対応としてそれが求め

られるべきだと思っております。道として、地層処分そのものを地方分権の立場から言うってい

うこと、求めていくってことについてはなかなか難しいものがあろうかと思いますが、これまで

も国は、冒頭言っておりますけども、地層処分については、情報をオープンにした上で、国民に

対してしっかりと説明をしてその合意を経てもらいたいということはこれまでも求めております

し、今後も求めていきたいと考えております。   

それから、一部の研究の遅れが、いつ、どのような研究で、道がいつ知ったかについては、後

ほど佐藤室長から回答させていただきます。 

今回の件が協定に合致するかどうかっていうことが問題ではなく、当初計画の 20 年で止める

と、それこそが重要だというご指摘、ご意見というふうに思います。我々も当初計画の、期間を

含めて当初計画を軽く見ているわけでは当然無いわけであります。今回、先程来経過を説明して
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おりますけれども、申し入れに関して確認会議の中で、内容も必要性ですとか妥当性、或いは協

定との整合などの観点から、いろいろと精査をした中で、今回の申し入れが計画の変更の事前協

議の対象にはなるものだということは、我々としては理解をしたところでありまして、その上で、

別途申し上げましたけれども、我々としては処分方法の研究そのものは、必要というふうに理解

しております。その一方で、幌延でそれを行う場合には、三者協定が大前提だということも、前

提的な立場でありますので、今回の申し入れをそういう観点から精査をし、また理事長と知事と

の面談の中でも、得られた、明らかになったことなどから、この延長が仮に行われたとしても、

なし崩し的に処分場に幌延がなるということは防げるというふうに考えたところでありまして、

そういうことを踏まえた上で、受け入れの判断をしたということでございます。 

それから道の対応が民主的なやり方ではないのではないかというご指摘については、道に対す

る不信、不安があるということでございますので、引き続き、しっかりと、道自身の対応にも懸

念が持たれないように、努力をしていきたいというふうに思っております。以上でございます。 

 

（北海道 佐藤室長） 

私の方から、一部研究に遅れがあったが、その研究がどういうもので、いつ頃行われて、いつ

知ったのか、というお話でございますけれども、今回研究で延長が行われたような、三つの必須

の課題の中での研究につきましては、例えばその人工バリアの挙動に関するデータが取得できて

ない状況、いろんな状況によってそのデータを確認するのですけども、その状況が取得できてい

ない挙動があったことですとか、あと PEM と呼ばれる、人工バリアと一体となった装置、こちら

の方の施工方法ですとか、埋め戻しの方法等の、その施工の方法の違いによる緩衝材への影響で

すとかそういったようなことについて、成果が得られていないというふうにお話がありました。

それにつきましては、確認会議の際に確認をいたしまして、これについては、その段階で私ども

は初めて確認をしたという状況だったと、そういう状況でございます。我々としては、いままで

は計画通りに進んでいるという理解でいましたけれども、そういうできていない研究があったと

いう事実、また一部はその外部評価によって、評価の結果、まだまだやらなければならない部分

が出てきたっていうのもありますけどもそういうふうに遅れが出ていたという事実につきまして

は、確認会議で確認できたと、そういう状況でございます。 

 

（質問者） 

今の話で。確認会議で初めて知ったのに、なんで受理したのですか。話にならないのではない

ですか。それともう一つ、先ほど言いました、三者協定を締結した当時の堀知事が、20 年の約

束は重い、一旦整理してけじめをつけるべきと言ったことに対して、現担当はどう受けとめてい

るのか、お答えいただきたいと思います。 

 

（北海道 倉本部長） 

確認会議を通じて、どの研究に遅れがあって、今後継続していく必要があるかについては確認

会議の中で、我々としては初めて知ったということであります。それは別のところでも申し上げ

ましたけれども、我々もこれまでも概ね順調という報告を受けていたわけでありまして、その対

応について、今後はよりしっかりとやらなければならないという反省をしているというところで

あります。経過の中で、何ができた、これができた、ということだけの実績報告を受けるだけで

はなくて、その実績の意味ですとか、あるいは評価などについても、我々としても把握をするよ

うに、今後確認会議の場で対応していきたいということでおります。 

それから、元知事の発言について、私も新聞報道でしか読んでおりません。直接そのことにつ

いてお話を聞いているわけではありませんけれども、我々としても、先ほど申し上げましたが、

20 年という当初計画を変更するということについては、決して軽い事だというふうに考えては
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おりませんので、今回、先程来申し上げているステップ、まずは幅広く申し入れの内容について

のご質問や疑問点を道民の方からいただきながらそれも含めて確認会議で確認をし、またその結

果についてご説明をする場を設け、或いはそれに対するご意見を頂戴し、また知事と理事長との

面談の中で、最終処分場になし崩し的になってしまうのではないかということは防げるというこ

とを我々としても、確信できたという中で、今回、判断をしたということでございます。以上で

ございます。 

 

（質問者） 

ちょっと１点目の、私が聞いたのはそういうことではなくて、私が問題だと言っているのは、

要するに今まで順調に研究は進んでいるという報告しかない。道もそういう認識をしていた。ま

してや、研究の計画案を提出した時にもそのことをなしに、研究計画案を受理したこと自体、道

の対応としておかしいのでないですか。ということです。 

だって、順調に進んでいるのなら、なんで計画が出てきたのですかということですよね。その

時点で、順調に進んでいるのですからこれは受理できませんって蹴るべきじゃないですか。確認

会議で初めてわかったのだから、そんなのを受理した段階での理由にならないじゃないですか。 

 

（北海道 倉本部長） 

申し入れを受理するということが、どういう手続きかというもののとらえ方もあるのかもしれ

ないですけども、申し入れが文書を添えて、道及び幌延町に８月２日に来たということは事実で

ありますので、我々はその段階で、中身を十分精査をしなければ、これの取り扱いについては決

められないということでありますので、確認会議を開いて、その内容がどういったものなのかを

精査をしたと。その結果、一つには、今回の申し入れが、計画内容の変更という、事前協議の対

象には少なくともなるということは確認会議の中で確認をしてきたと。さらに、最終的に申し入

れを受けるか受けないか、受け入れるか受け入れないかについては、確認会議の結果や、先ほど

から申し上げている、知事と理事長との面談などを含めて、或いは議会議論、幌延町の意向など

を踏まえて、最終的に受け入れることにしたということでございます。最初の段階で、受け取ら

ないっていうのは中身を確認してからの話でありますので、今言ったようなプロセスの中で対応

してきたというふうに考えております。以上であります。 

 

（司会） 

 ３列目の青いシャツの方。どうぞ。 

 

（質問者） 

いま話された方と全く同感とかなんですけれども、いわゆる機構の方の話を受理するのだった

ら道民の話も受理しなさいと。違いますか。立ち止まるべきじゃないですか。別な意見があるの

だから、ここで立ち止まって考えると。みんなで考えて道民の意見はどうなのだ。ということを

やるべきなのに、進めているっていうこと自体がまずおかしい。先ほど私が言った話ですね、そ

ちらの録音の話をちょっとしましたけれども、それをご存じないということでしたので、実際録

音した方と、中でやっている間にやりとりをしました。2014 年。野村茂雄原子力機構、常務理

事の発言です。もったいない発言と言われていますね。今の施設、いわゆる幌延の施設ですね、

こちらを維持することが第一で、後づけで可逆性、埋戻し取り出す、括弧閉じで、核種変換も入

っていましたと、相次ぐ不祥事、もんじゅのデータ改ざんなどですね、東海村の事故等で、世論

が原子力機構の存在すら否定的だった中で、生き残り策だったと言われています。はい。こうい

うことで出てきた発言とされています。それとですね、2013 年か 14 年ですかね。この頃に、今

の経済部長の倉本氏は、幌延の件で関わっていなかったでしょうか。ここで水漏れの事故があっ
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たと思うのですがそちらのところに立ち会われていたかと思うのですが、どうでしょうか。ここ

でちょっと私も調べてみた、私も詳しく知らなかったので。ここでいくと 2013 年２月 19 日に載

っているのですが、２月の６日に発生した内容で大量湧水発生、メタンガスの発生で掘削中断と

いう内容がありまして、ここのところでいくと、マスコミの取材で発覚、とあるのですね。２月

７日北海道庁がマスコミへの公開を申し入れたが、原子力機構が無視。大量湧水発生とメタンガ

スの発生で掘削が中断。これを公開したのが２月 18 日です。これご存知ないってことはないで

すよね。これに関わっていたのであれば。２月７日のここのところで、原子力機構は無視したっ

ていうことで、本当にこれ信頼に足る組織なのですか。ちょっと私にはこれを見る限り、現段階

でちょっと信用できないですね。ですから、ここのところでは、やはり道民の意見を聞いて今立

ち止まるべきじゃないですか。私はそう思うのですけど。 

 

（北海道 倉本部長） 

ちょっとすいません年代は、私の手元で把握できていないのですけれども、野村理事のもった

いない発言というのは、もったいないっていう言葉が、かなりインパクトある形で報道されたこ

ともあってそのことについては記憶にございます。それを受けて、私も当時環境・エネルギー室

長であったというふうに思いますので、原子力機構、それから文部科学省に行きまして、その発

言の真意の確認、或いは、その発言によって、道民の方々が大きく不安を抱いていると、いうこ

とを強く指摘をした上で、しっかりとその協定と計画に即して研究を進める、ということを申し

入れいたしました。それから、湧水、いわゆる地下水が想定以上に出たという事項についても、

私も多分確か当時、同じように室長の立場にあったかと思います。ちょっと記憶で若干正確性に

かけるかもしれませんが、当時、いろんなトラブルについての公表基準っていうのが原子力機構

としてもっていたわけでありまして、その当時、公表基準では、その事項、トラブルは、公表対

象にならなかったということで、原子力機構としては、自分たちから公表するものに当たらない

というふうな、対応したというふうに記憶をしております。我々としては、機構側としてはその

入水実態が大きな安全上のトラブルではなくて、地下であれば、地下水先ほどちょっと地下水の

話がございましたけど、地下水っていうのが、出てくるっていうのはどういう地盤においても頻

繁に起こりえることですので、研究の過程ではそういう事項が、事象があった中での対応ってい

うこと自身も研究の中に、有益だというふうな観点から、対応していきたいという話もありまし

たので、そのことについては、研究の内容として、予期しない地下水、当時予期してなかった地

下水をどう対処していくかっていうことが研究の対象だってことについては、当時の我々として

も理解をしたわけですが、しかしその不安、道民の皆さんの不安になるようなこと、あるいは安

全の安心の確保に繋がるような情報については、より積極的に公表すべきだということを申し入

れしたところでありましてその後変更したことについても、対応するということで、原子力機構

としては、取り組んでいるというふうに理解をしております。以上です。 

 

（質問者） 

地下水に関しては当機構の方というかあそこの施設からですね、天塩川の方に排水していると

思うのですけれども、その記録がどうも２年間ぐらい、直近のやつがなかったのですね。これ、

なぜ見たのかというと地震があったので、じゃあその湧水量がどう変わるのか、今の時点での数

値押さえておいてこの後どう変わるかということを見なきゃいけないのですが、それで２年３年

前、以前は結構細かくちゃんと載っかっていたのが１年くらいなくて、地震があってないなと思

ってしばらくするといきなり出てきたのですね、これがまずちょっとおかしいなと思っています。

地震による水の量、これは増えても減っても問題があります。それから、もう一つはこの性質で

すね、成分分析、これも大きな課題になります。あわせて言うならば、近くに豊富温泉がありま

すね。ここのところも含めて、きちんとした湧水量ですね、それから成分、これに対して報告を
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きっちり出していただかなきゃいけないと、それがなければ地震に対する影響というのをただ見

た目だけで、施設のひび割れがないとかそういう問題で、片付けていいものだと思っていません。

それからもう一つ、最終処分の問題でいくと実は私一番懸念しているのは、高レベル放射性廃棄

物を直近で埋め戻せという形のいわゆる埋め戻し土の問題を気にしています。なぜかと言います

と、20 年前には、どうだったのか、100 レベルを超えるものに関してはドラム缶に詰めて保管す

るのではなかったのですか。それがなぜこの原発事故以降にはクリアランスレベルで、8000 ベ

クレルというもので、再利用可能だったのですか。つまり条件が 20 年前の三者協定から変わっ

ているのですよ。そのことに対してきちんと話し合いされていませんよね。ていうことになると、

この最終的に埋め戻すという土はクリアランスレベルでも埋め戻していいということになりませ

んか。そうなった時には別に器に入れるわけではないので、地下水と接触することって考えられ

ますので、その時の影響は取り戻しできません。そのことをどう考えておりますか。これは環境

として北海道の環境を維持するという面でも非常に大きな問題だと私は思っています。 

 

（北海道 倉本部長） 

ありがとうございます。まず天塩川への湧水の放出に関することでございますが、申し訳ござ

いません、私どもとしては毎月、我々に報告を受けているのですが、その機構のホームページに、

この間掲載されているのかどうかについては、同時に確認をしてきていませんでしたので、この

間定期的にできたのかどうかについては、ちょっとこの場では、申し訳ございません。確認でき

ておりません。今ご指摘あったように、しばらく出なかったということであれば、その原因、な

ぜしなかったのかについても、別途機構に確認をした上で、毎月調査をしているということは、

我々知っておりますので、遅れずに今後しっかりと情報を出すことについては改めて申し入れし

たいと思っております。地震の影響で温泉も含めて様々なところに影響でるということについて

は、貴重なご指摘でありますし重要だと考えておりますのでそういう点も含めて、機構に改めて

申し伝えます。我々としても、そういう認識を改めてした上で、対応していきたいと思っており

ます。その点について不十分だったことについては反省をし、申し訳ないと思っております。そ

れから、埋め戻し土の問題についてですが、これ今回の延長の方針にかかわらず、これも重要な

問題であります。現在は埋め戻しについてどのようにするかについては全くまだ検討されてない

状態でありますので、今後、そういう埋め戻しの材料も含めて、その埋め戻しの考え方について

は、機構に確認会議の場などを通じまして、確認していきたいというふうに思っております。以

上でございます。 

 

（質問者） 

それでは、すいません度々質問失礼いたします。これまでの説明のときに聞いてもよかったの

ですけれども、まずこれは説明会ということで、道の方から、あくまで説明をする内容について

不明なところについて、我々に細かい説明をする。そのような場のようにとらえたほうがいいの

でしょうか。今までいろんな方々が意見、あるいはこれを変えてくださいですとかそういう要求

をされていることに対してですね。もともといただいた資料の中のコピペと同じで、全く同じよ

うな返答で私たちが尋ねていることに対してはですね、全て受けとめてそれが知事に伝わるかど

うかも不明確ですし、それが変えられていく方向に、私たちの意見が用いられるかも不明です。

その点についてこれは、ただの説明会であって我々の要求ですとか確認、そういうものが今後反

映されるかどうか、それをまず、イエス、ノーでお答えいただきたいす。シンプルにイエス、ノ

ーでお答えください。そしてもう一つ、これはこれまでの流れとは全く関係ないのですが、最初

の受け付けで名前と住所、書いてもらうように用意されていますけど、あれは何に使うのですか。

名簿残すということであれば、いったい何の利用のための名簿なのか、こういった説明会で、各

地でこれは集計した上でいったいどのような用いられ方になるでしょう。この説明会に参加した
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人達ということで、記録に残してしかも住所まで求められています。その住所に何を求めていら

っしゃるのでしょうか。これもしですね、何かそういうブラックリストのようなものを用意する。

そういった意味で用いられるのでしたら、早急にシュレッダーしていただけないでしょうか。必

要ないものだと私は受け取っています。そしてもう一つですねこの資料、大変分厚い資料ですね

これあの道のお金で使って、大量にコピーしたと思いますけども今日は半分ぐらい、もう埋まっ

てなかったと思います。余っている資料ですね僕もそろそろ時間で帰らなければいけないので、

もしに２、３部持って帰ることが許されるのでしたら、私の仲間にも共有したい資料ですので、

持ち帰りを私含めてここにいる方もし希望者があれば、提供いただけないかと思いますのでその

点について教えてください。よろしくお願いいたします。 

 

（北海道 倉本部長） 

まず、説明会はただの説明であるのかあるいは意見は今後どうするかということでありますけ

れども、先程来お話をしておりますが、今回の判断をするにあたってはまず、申し入れについて

質問疑問を広く集いまして、それを含めて確認会議で精査をさしていただいたと、さらに確認会

議の結果について、別途説明会を行ったわけであります。その場でのご意見、あるいは郵送、フ

ァックス、メール等でいただいたご意見、そういったものを踏まえまして、この度の判断をさせ

ていただいた。そういった道民の方々のご意見を踏まえた上での判断であるということでござい

ます。今日或いは今後様々ご意見伺うと思いますが、それについて、今後確認会議で確認すべき

こと或いは原子力機構に求めていくことの中に反映させながら、道民の不安、懸念の解消に努め

ていくというふうに考えております。今回のことについて、イエスかノーかだけでお答えするの

は適切でないというふうに思いますのでこのような回答にさせていただきました。 

 

（北海道 佐藤室長） 

名前と住所につきましては、どのように使うのかという話で、正直にどのようなところから来

ていらっしゃるのかというような把握に使わせていただいていましたけれども、お名前自体をい

ただくということの意味というのは正直ないところでございますので、ここについては、今回ご

指摘もいただいておりますし、そこはやらない方向を考えたいと思います。我々も必要ですって

いうことを言えるものもありませんので。きちんと処分いたします。 

 

（質問者） 

私も最初来たときに直接聞いたのですよ。それを聞いたときちゃんとした答えを言いませんで

したからね。 

 

（北海道 倉本部長） 

漫然と、こういう場で大体受付簿を作るっていうのが、役所の大半だと思うんですけど、私も

やりましたけども、ご指摘を踏まえて破棄をしたいと思いました。大変申し訳ございませんでし

た。 

 

（北海道 佐藤室長） 

資料につきましては、余部がございますので持っていってくださって、他の方に配っていただ

いて構いませんので、受付の方で最後必要部数持っていただければと思います。 

 

（司会） 

それでは、そろそろ会場の都合がございまして、間もなくお時間となります。大変恐縮ですが、

手短にお願いできますでしょうか。 
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（質問者） 

質問というか要望なのですが、先ほどの方もどこかのタイミングでシュレッダーってありまし

たけれども先ほど 12 月６日の道知事と幌延町長、理事長との三者面談の議事録を作成し、かつ

ネットで公表もしているので、この研究計画案に９ヶ年っていうのが載ってなくても支障がない

はずだというお話ありましたが、その議事録１年未満で破棄するということはないとは思うので

すが、それを９ヶ年なので 10 年保存にしてあるとか、せいぜい 30 年保存かなとか、道の文書保

存規定に則って、通常の保存であればそうなってしまうかもしれませんが、今後のその火山活動

期に来ているとか、そういう地球温暖化など今般の事情をかんがみて、今後何があるか分かりま

せんので、あのときは、９ヶ年の延長さえしなければ北海道ないし日本国民が後悔するかもしれ

ませんので、永年保存でぜひお願いします。以上です。 

 

（司会） 

よろしいですか。ご要望ということで。はい。では次の方。 

 

（質問者） 

先ほどのお答えいただいた件について再三ですけれども、適切なアドバイスがいただける方を

専門家としてお呼びするというふうにおっしゃっていました。適切なアドバイスというのはどの

ようなアドバイスかということをあらかじめ念頭に置いた上で専門家を選ぶということはぜひや

めていただきたい。私たちの、こういう方を選んだよ、いただきたいっていう意見、先ほど●●

先生を確認会議に入れていただきたいという私個人としては、ぜひ●●先生と●●先生を入れて

いただきたいと思っております。こういった方も、今皆さんが念頭に置かれているのとはまた別

の角度からの適切なアドバイスをしてくださるものと思いますので、ぜひこういった方々を確認

会議に出てきていただきたいということを、ご要望しております。よろしくお願いいたします。 

 

（司会） 

 それでは残りお二人ですね。前の女性の方。 

 

（質問者） 

研究期間は９年ということに私はこだわっていますが、この道としての判断という２ページ目、

資料の 2－5の一つ目を見ると、どうしても納得いきません。それは９年間の研究期間で必要な

成果を得て研究を終了するものと受けとめと書いていますが、ものであろうと受けとめっていう

ことにほかならないと思うのですよね。それを確実に終わるということを、お互いの確認事項と

することが今大変重要だと思っていて、議事録に書いてあるとおっしゃっているので、そこをコ

ピーし、このように話しましたよねということで、北海道が主導権をもって終了期間は９年で終

了する、必ず終了するという文言を明記したものをまだ機構の方には、これに関して、これから

行かれるということですので、そこで合わせて、それを確認し合い、また公表するということを

必ずやっていただきたいと思います。それから、今の白いセーターの方と同様で、２ページの、

今の５の丸二つ目ですけれども、確認会議のこういうことはもとより、外部評価も含めて研究は

というようなことが書かれています。この外部評価においても、地元の方や、今おっしゃったよ

うな、地質、また放射線の問題などなど、環境に関わることの観点で意見をしっかりと話してい

ただければ、そういう方を踏まえての評価ということに変えていっていただきたいと思います。

三つ目は、ホームページでということを再三おっしゃっているのですけれども、今回のこの意見

を言うためにも、すごくすごく深く入らないと、その意見を行くところまで辿りつかないという

のが私たちのみんな聞いてみると、それが実態です。今回のこのことも今日出されているという

ようなこともおっしゃっていますけど、もうちょっとすぐ見られるような、ページありますよね。
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最新というところに、必ず載せていただきたいということを強く強く求めて質問を終わらせてい

ただきました。 

 

（北海道 倉本部長） 

今後、機構に対しての文書で通知をいたしますし、また求めていくべきこと、特に今の期間の

問題でいきますと、研究期間が９年間であり、その期間を通じて必要性超えて、研究を終了でき

るよう取り組むことっていうのは、改めて求めていく引き続き求めていくというふうに考えてお

ります。それから、二番目の外部評価についてはちょっと私どもの説明が不十分というか誤解与

えたかもしれませんが、確認会議での評価確認する評価で、機構が今後節目ごとに、外部の評価

を原子力機構が受けることになるので、これまではそこについては我々、深く確認してこなかっ

たという反省もありますので、確認会議の中でそういう機構関係外部評価についても、確認して

いくということでございます。今ご指摘あった環境面についてはこれまでも重要であり、今後と

も考えておりますので、先ほどの水の放出なんかも含め、環境への影響についてはこれまでも年

に 1回我々及び関係部局の担当者も含めて、状況の確認をしてきております。引き続きこれはや

っていこうと思っておりますし、その結果については公表していきたいと思っております。それ

からホームページについては大変申しわけございません、作りがなかなか不十分だと思いますが、

道のホームページのトップに出てくる最新の情報については実は掲載しているのですが、なかな

かその道も更新する情報が多いので、すぐ後ろにスクロールしないと見られなくなってしまうっ

ていうのがあります。ちょっと他部との関係もございますけれども、もう少し注目が集まる工夫

っていうのは今後ともしていきたいと思っております。以上でございます。 

 

（司会） 

それでは大変申し訳ございません。時間切れになりますので、最後の方ということで。 

 

（質問者） 

すいません。短くじゃ、今の質問っていうか、意見とかにちょっと係わるかもしれないんです

けれども、幌延の研究案のところがですね。今後について①②③って書いてあって、６ページ目

のところに地層処分の技術基盤整備の完了が確認できれば、ここがやっぱり具体的じゃないんで

すよね。何をもって、技術基盤の整備の完了が確認できるのかっていうのは、全くこれだとわか

らないということがありますので、これから毎年、確認会議されるということですけれども、具

体的な成果とかですね、きちっとそこは明らかにしていって欲しいというところがあります。な

おかつ先ほどもお話しましたけども、20年っていうところがですね、こんな軽々と破られてし

まっていますし、北海道としても、軽くは考えてないとおっしゃっていましたけれども、どう考

えても軽く考えていると。今回も９年程度としていますけれども、この確認書が協定にこの９年

っていうどこにも書かれてないと。いうことでまた９年後ですね、そういう話になるのではない

かというふうに思いますので、絶対ここは９年なら９年、何年度なら何年度何月、明記すべきで

す。じゃないとこんな説明でね、道民に説明したので、あとはペーパーを渡して、原子力機構と

確認が取れましたってならないと思います。なので、もう一つはやっぱり先ほど旭川の方も言っ

ていましたけれども、きちんと旭川含めてですね、道内もっときちんと多くのところで説明会を

して、多くの意見を聞いて欲しいと。先ほども言っていましたけども機構からは、そういった話

は聞くけれども都民からの声を聞かないっていうのはやっぱりおかしいと思いますので、きちん

とそこは道民の意見きちんと聞いた上で、こういう判断でしたっていうまでは原子力機構に対し

てペーパーを渡すべきではないということを、申し上げておきたいと思います。 
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（北海道 倉本部長） 

まず一つ目の技術基盤の整備の完了が確認をするということ自身については、具体的にはどう

いう事に当たるのかというのはわかり辛いということでございますから、我々はそれについては

その通りだと思っているのです。確認会議の中でもそれは、確認してきているわけですけれども、

実際には、先ほど申し上げた外部評価なども非常に重要になって参りますので、ご指摘もありま

したけれども、今後開く確認会議の中でそれを単に実績でやった、これはやったっていうだけで

はなくて、そのことが持つ意味ですとか、技術基盤整備に対してどの程度、今、進捗にあるのか

ということのが、できるだけ分かるようにするという観点から、途中経過の中でなかなかわかり

づらいところ出てくるのかもしれませんが、できるだけ確認をしていくようにしていくつもりで

あります。それから、２点目、20年の期間について明記すべきということでございます。これ

は繰り返しになりますけども、我々としては、知事と理事長の面談の中で、９年の期間を通じて、

必要な成果を得て、終了できる取り組みということを確認しておりますので、また、道としても

今後確認会議を開く中で、協定に則って計画に即して進められているかをしっかりと見ていくと

いうことをしていく中で、期間９年で成果を得て終了されるということ受け止めをしております

し、そういう形で対応していきたいというふうに思っております。それから説明会についても、

先ほどもこれ話しさせていただきました、今回は従来札幌と地元の幌延で行った説明会でありま

したけれども、全道という意味では道東、道南を含めて各地で開催ということで説明会をさせて

いただいております。すべての地域で行うというわけではなくご不便をおかけすることもあろう

かと思いますけれども、引き続き、様々な意見について、ご意見を伺いそれについては今後の確

認会議の対応、或いは、機構への働きかけなどの中に反映をして、皆様の不安解消に務めていき

たいというふうに思っております。以上でございます。 

 

（質問者） 

理事長と知事の話の中で、９年の話が出たということをおっしゃったんですけど、それがいつ

のどういうところだったのかということを公表していただきたいのと、それから議事録ではここ

に出ているというその二つを必ず公表してください。 

 

（北海道 倉本部長） 

議事録については今日持ってこなくて大変恐縮でございますが、ホームページで公表しており

ます。 

 

（質問者） 

10 月の２回目ですか。 

 

（北海道 倉本部長） 

いや、理事長と知事の面談は 12 月の６日ですね。参考６番に面談結果、参考資料６番ですね。

原子力機構理事長と幌延町長、知事との面談結果についてというのをお付けしております。以上

でございます。 

 

（司会） 

それでは大変申し訳ありません。会場の営業時間が終了の時間となります。一通り皆様からも

ご意見、ご質問をいただけたと思いますので、これをもちまして、質疑を終了させていただきま

す。以上をもちまして、令和２年度以降の幌延深地層研究計画（案）における道の対応に関する

説明会を終了いたします。本日はお忙しい中、説明会にご参加いただきありがとうございました。 
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※ ●●は個人情報のため伏せております 


